
 

 

 

 

 

 

 

  

 

第５次益城町行政改革大綱 

職 員 用（案） 
 

令和４年（2022年）度～令和８年（2026年）度 

 

 
 

令和４年（2022年）３月 
 

熊本県 益城町 

 

資料 ② 



目  次 

 

第１章 行政改革大綱策定の必要性 ・・・・・・ １ 

 

第２章 本町を取り巻く環境 ・・・・・・・・・ ２ 

 

第３章 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

第４章 職員用行政改革大綱アクションプラン  

● 体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

● 取組事項 ・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

第１章 行政改革大綱策定の必要性 

 

本町においては、平成 7 年度、平成 15 年度、平成 21 年度、平成 26 年度

の「行政改革大綱」及び平成 18 年度の「集中改革プラン」を基に、住民サービ

スの向上と効率的・効果的な行政運営を図ることを目的として行政改革に取り

組んで参りました。 

この間、給与の適正化による人件費の抑制、養護老人ホームの売却、使用料等

の受益者負担の見直し、ふるさと納税の実施、事務事業の見直し等による財政の

健全化に努めるとともに、公共施設への指定管理者制度の導入、窓口業務の民間

委託等官民連携の推進に取り組んで参りました。 

しかし、平成 28 年熊本地震（以下「熊本地震」という。）により町の状況は

一変し、今まで築き上げてきた貴重な財産・資源等が一瞬のうちに失われてしま

いました。 

熊本地震により甚大な被害を受けた本町にとって、「完全な復旧」と更なる発

展に繋がる「創造的復興」は成し遂げなければならない課題で、現在、職員一丸

となって取り組んでいます。 

しかし、本町の人的資源も限りがあり、新型コロナウイルス感染症への対応等

新たな課題に取り組みながら、復旧・復興を進めるには組織の見直しを含む人的

資源の適切な活用等により、スピード感を持って事業を展開する必要がありま

す。 

更には、今後、復旧・復興には多額の費用が必要であり、国や県からの財政支

援を受けても厳しい財政状況が確実視されるとともに、新型コロナウイルス感

染症の影響により、本町を取り巻く社会経済情勢が今後も厳しくなることが予

想されます。 

このような状況を踏まえると、本町は、将来にわたって「自立した自治体」と

して持続的・自立的に発展していくための行財政基盤を構築するため、新たな課

題を見据えながら慣例にとらわれない新しい発想で町の業務全般について見直

し、自らが大胆かつ抜本的な行政改革に取り組む必要があります。 

そのため、今後の行政改革の指針となる「第５次行政改革大綱」（以下「本大

綱」という。）を策定し、本大綱を基に職員一人ひとりがスピード感とチャレン

ジ精神を持って、行政改革に取り組んで参ります。 

なお、今回策定した行政改革大綱は、重点取組事項を記載した「公表用行政改

革大綱」と、重点取組事項及び個別取組事項を記載した「職員用行政改革大綱」

の二本立てとなっております。 
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第２章 本町を取り巻く環境 

１ 本町の人口推計                       

【１】全体人口の推計 

本町の住民基本台帳に基づく人口は、平成 28 年（2016 年）4 月 1 日時点

では 34,545 人でしたが熊本地震により 1,556 人減少し、32,989 人まで落

ち込みました。その後僅かながら増加傾向となり、令和 3 年（2021 年）3 月

31 日時点の本町の人口は 33,325 人となっています。 

本町の今後の人口の推移は、益城町独自推計では令和 37 年（2055 年）に

おいては 30,263 人、令和 47 年（2065 年）においては 29,261 人になる

と推計しています。一方、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（町補正）

では令和 37 年（2055 年）において 28,588 人、令和 47 年（2065 年）に

おいて 26,558 人になると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：益城町人口ビジョン） 
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【２】年齢３区分別の人口割合の推移 

生産年齢人口は年々減少する一方、老年人口は年々増加し、高齢化率が上昇す

ることが予想されます。 

更には、団塊の世代が後期高齢者（75 歳）の年齢に達し医療や介護等の社会

保障費の急増が懸念される「2025 年（令和 7 年）問題」や団塊ジュニア世代

が高齢者となり 65 歳以上が約 4,000 万人に達する「2040 年（令和 22 年）

問題」は、今後、本町においても大きな課題となります。 

 

 

（資料：福祉課） 
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２ 財政状況                          

 本町の財政状況は、中期財政見通しによると、熊本地震の影響を大きく受け、

今後かなり厳しい状況になることが見込まれています。特に、令和 2 年度から

復旧・復興事業に対する起債の償還が本格化し、令和 3 年度には財政状況に応

じて充てられる基金である財政調整用基金の取崩しをしないと形式収支（単純な

歳入と歳出の差）が赤字となることが見込まれます。 

このような状況の中で、今後は長期的な視野に立った財政運営に努めていく

必要があります。 

 

  

令和2年度決算を踏まえた試算 （資料：企画財政課）

【歳入】 （単位：百万円）

R元
決算額

R2
決算額

R3
見込額

R4
見込額

R5
見込額

R6
見込額

R7
見込額

R8
見込額

R9
見込額

8,846 9,477 9,628 10,126 10,171 10,317 10,636 10,936 11,198

11,405 6,288 5,132 4,257 2,620 1,308 915 441 87

28,242 18,424 8,510 5,471 5,366 5,011 5,110 4,639 4,187

48,493 34,189 23,270 19,854 18,157 16,636 16,661 16,016 15,472

【歳出】

R元
決算額

R2
決算額

R3
見込額

R4
見込額

R5
見込額

R6
見込額

R7
見込額

R8
見込額

R9
見込額

人件費 2,379 2,427 2,417 2,315 2,295 2,238 2,198 2,125 2,125

扶助費 1,724 1,763 1,726 1,753 1,780 1,808 1,836 1,866 1,896

公債費 941 1,602 1,930 2,118 2,238 2,515 3,186 3,546 3,861

　うち復旧分 (58) (668) (931) (970) (991) (1,163) (1,447) (1,799) (1,964)

34,482 14,655 9,767 6,897 4,696 2,980 2,737 1,697 770

(32,582) (11,570) (4,626) (3,570) (1,641) (70) (40) (8) (0)

7,265 12,278 7,610 7,493 7,495 7,371 7,233 7,135 7,156

46,791 32,725 23,450 20,576 18,504 16,912 17,190 16,369 15,808

38,847 44,075 47,934 50,816 51,948 51,498 49,983 47,629 44,683

1,702 1,464 ▲ 180 ▲ 722 ▲ 347 ▲ 276 ▲ 529 ▲ 353 ▲ 336

【財源不足への対策】

0 0 180 722 347 276 529 353 336

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,761 2,762 2,583 1,861 1,515 1,239 711 358 22

1,223 1,074 721 471 471 471 471 471 471復興基金残高

町債未償還残高

財源不足額　（A-B） C 

財政調整用3基金充当　 E

上記対策後財源不足額  C+D+E

財政調整用3基金残高

歳出合計　　B

令和3年度　益城町中期財政見通し（令和3年9月）

区　　　分

町税、地方交付税等（臨財債含む）

町債（臨財債除く）

国庫支出金等、その他

歳入合計　　A

区　　　分

義 務 的
経 費

投資的経費

　うち復旧分

その他の経費



5 

 

３ 職員定数管理の状況                     

【１】本町の職員数の状況 

本町の職員数は、定員適正化の推進により、平成 28 年（2016 年）には 260

名でしたが、熊本地震後の復旧・復興事業の業務量の増加にともない、任期付職

員の採用等を行っており、令和 2 年（2020 年）の時点で 388 名の職員が在

籍しています。 

今後の本町の職員数については、熊本地震の復旧・復興事業の進捗状況を見据

えながら、熊本地震 10 年後の令和 7 年（2025 年）には、平成 28 年（2016

年）当時の職員数を下回ることを目標とします。 

 

（資料：総務課） 
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第３章 基本方針 

本大綱は、「第 6 次益城町総合計画（以下「総合計画」という。）」を着実に

推進し、必要な経営資源（①ヒト ②モノ ③カネ ④情報）の最適化を図る計

画であり、行政自らの将来の姿を示す指針となるもので、総合計画とも連動し

た本町のまちづくりにおいても重要な計画となります。 

そのようなことから、本大綱は、本町の主要な課題である「震災からの復旧

・復興」「人口減少と財政の健全化」「新型コロナウイルス感染症対策」「スマ

ート自治体への転換」を踏まえながら、次のとおり基本方針を定めます。 

 

【１】計画期間 

本大綱の計画期間は令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間とし、毎年度

進行管理を行います。 

また、総合計画の計画期間を踏まえながら、必要に応じて適宜見直しを行い

ます。 

 

 

【２】推進体制 

行政改革を着実に推進するため、町長を本部長とする益城町行政改革推進本

部が中心となり全庁的な体制で取り組みます。 

 

【３】進行管理 

本大綱の推進管理は、益城町行政改革推進本部において、毎年度取組状況を

把握・検討し、適宜見直しを行います。 

また、推進状況について、町広報紙や町ホームページを通じて、広く住民の

皆様に公表します。 

 

【４】行政改革の目標 

熊本地震からの「創造的復興」を更に推し進めるため、次の４つの改革目標

のもと、総合的に行政改革を推進して参ります。 

年　度
2018

（H30）
2019
（R元）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

総合計画
基本計画

調整年度

行政改革
大綱

第４次行革大綱 第５次行革大綱

第１期 ５年間

第２期 ５年間
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目標１ 多様な主体によるまちづくり活動への支援  

～ より開かれた役場へ ～ 

 

地域の課題にきめ細かく対応するためには、まちづくり関係団体等の住民組

織、民間企業、大学等といった多様な主体によるまちづくり活動が欠かせませ

ん。多様な主体がまちづくり活動に積極的に取り組むことができるよう、町は

その活動を支援します。 

また、町もまちづくり活動を担う一員であることから、第 4 次行政改革大綱

においても推進してきました“住民との協働”を今後更に充実させ、多種多様

な主体と幅広い相互連携を図り、共に取り組むパートナーとして新たな取組に

チャレンジしていくなど、官民共創※を推進していきます。 

 

官民共創※・・・既存の手法にとらわれず、民間と行政の対話を通じ、イノベーション

（新たなものを創造し、変革を起こすことで経済や社会に価値を生み出すこと）を生み出

し、新しい価値を共に創る(共創)こと。 

 

目標２ 財源基盤の強化・自主財源の確保  

～ より自立した役場へ ～ 

 

熊本地震以降、復旧・復興事業により町の財政は一段と厳しいものになって

います。 

そのため、今後とも使用料等の適正化や税等の収納率の向上に努めるととも

に、町の魅力の向上を推進し、企業誘致や定住促進、個人・企業からのふるさ

と納税の活用等により、これまで以上に自主財源を確保するとともに、歳出の

抑制に努め、国・県の補助金に頼りすぎない「自立した町」を目指し持続可能

な行財政運営に努めます。 

 

目標３ 行政サービスのさらなる向上・事務事業の見直し  

～ より質の高い役場へ ～ 

 

今後、住民ニーズは更に多様化していくことが予想されます。必要な行政サ

ービスを将来にわたって継続して提供できるような体制をつくり、限られた財

４つの改革目標 
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源や人員の中、行政サービスを向上させるため、行政のデジタル化を推進し、

ＡＩ※１やＲＰＡ※2 等のＩＣＴ※3 技術の活用を推進し、「スマート自治体※4」へ

の転換を図ります。 

併せて必要な支援等を実施することで、すべての方へ今まで以上に便利で質

の高い行政サービスを提供します。 

また、行政サービスの内容やあり方をこれまでも見直してきましたが、今後

も引き続き事務事業の「スクラップ＆ビルド※5」を行うとともに、行政以外で

も対応できる事業については、積極的に民間委託の推進を図ります。 

 

ＡＩ※1・・・Artificial Intelligence の略称。人間の知的営みをコンピュータに行わせるた 

めの技術、または人間の知的営みを行うことができるコンピュータプログラ 

ム。一般的に「人工知能」と訳される。 

ＲＰＡ※2・・・Robotic Process Automation の略称。人工知能を備えたソフトウェア 

のロボット技術により定型的な事務作業を自動化・効率化し、業務を補完 

・代行する仕組み。 

ＩＣＴ※3・・・情報通信技術のこと。一般的にＩＴよりもコミュニケーション「通信」を 

強調する場合に用いられる。 

スマート自治体※4・・・ＡＩ・ＲＰＡ等を活用し職員の事務処理を自動化し、標準化され 

た共通基盤を用いて効率的にサービスを提供する自治体 

スクラップ＆ビルド※5・・・行政機構・事務事業等で、非能率的な組織・事務事業を廃棄 

して、新しい能率的なものに立て直すこと。 

 

目標４ 機能的かつ柔軟な組織づくり・人的資源の最適化 

～ より機能的な役場へ ～ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、本町を取り巻く社会情勢が大きく

変化する中、社会情勢や住民の多様なニーズ、突発的な行政需要等に機能的か

つ柔軟に対応するため、職員の人材育成や能力開発等により職員の意識改革を

図るとともに、時代に即した組織づくりに努めます。 

業務に応じた適正な職員を確保することとともに、突発的な行政需要に対し

全庁的な体制で柔軟な配置転換等の対応を行えるようにします。 

更に、これまで役場に蓄積されたノウハウを継承し「組織力や防災力」を高

めるとともに、職員個人の意識やスキルを向上させ「役場組織の高質化」を図

ります。 
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第４章 職員用行政改革大綱アクションプラン 

  

№1

1 ★住民主体のまちづくりの推進

2 まちづくり出前講座メニューの見直し

3 各種団体の自立化の促進

4 住民からの意見聴取について総合的な見直し

5 ★オープンデータの活用促進

6 ★男女共同参画の推進

1 ★職員の地域活動等への参加促進

2 ★公園管理のあり方の検討

3 情報伝達の拡充

1 ★老朽化し維持管理費が増大している町施設のあり方の検討

2 ★町立幼稚園・保育所のあり方の検討

3 ★時間外勤務管理の徹底等による人件費の縮減

4 中長期的な財政計画の策定及び公表

5 成果志向に基づいた補助金制度への見直し

6 用度品等の購入及び管理の適正化

7 光熱費の削減

1 ★新規企業の誘致

2 ★ふるさと納税制度の推進

3 ★町税、保険料、使用料等の収納率の向上

4 ★有料広告の推進

5 未利用町有財産の売渡・貸付の促進

6 職員駐車場の使用料徴収の実施

7 自動販売機設置基準の策定及び売上収入等の確保

1 ★使用料等の減免基準の策定

2 ★公の施設使用料の定期的な見直し

1 ★行政手続きのスマート化

2 「書面規制、押印等の見直し指針」に基づいた申請手続き等の見直し

3 ★マイナンバーカードの取得促進と利活用方法（電子申請活用等）の推進

4 ★多様な支払方法の導入

5 新庁舎建設に合わせた総合窓口（ワンストップ窓口）化の実施

6 教育施設等利用予約のオンライン化

1 ★「益城版行政サービスDX推進計画」の推進

2 業務システムの統一・標準化の推進

3 ★ＲＰＡ・ＡＩ等のＩＣＴを活用した業務効率化

4 保育所入所調整等におけるＡＩ等の活用

5 ★文書の電子化の推進と電子決裁システムの構築

6 ★タブレット端末等のICT機器を活用したオンライン会議システムの構築

7 議事録作成システムの導入

8 課題のある世帯の情報共有の検討

9 町図書館への電子図書の推進及び学校図書室との連携強化

3 行政サービス
のさらなる向
上・事務事業
の見直し

～より質の高い
　　　　　　　役場へ～

1
住民サービスの向
上

2
行政のデジタル化
の推進

地域協働の推進

2

財源基盤の強
化・自主財源
の確保

～より自立した
　　　　　　　役場へ～

1
歳出の抑制・合理
化

2 自主財源の確保

3 受益者負担の適
正化

１
多様な主体に
よるまちづくり
活動への支援

～より開かれた
　　　　　　　役場へ～

1
協働のシステムづ
くり

2

●　体系図

改　革　目　標 推　進　項　目 取　組　事　項　　★は重点取組事項
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№２

1 ★管理不十分な空き家対策及び空き家の活用

2 ★高齢者に対するサービス内容の見直し

3 ★行政評価システムの再構築

4 多様な契約方式の検討

5 町が主催するイベントの見直し及び新たなイベントの企画検討

1 ★指定管理者へのモニタリングの徹底

2 ★町有施設への指定管理者制度導入等の推進

3 ★施設維持管理の包括的業務委託等の推進

4 ★個別業務等の民間委託の推進

1 ★効率的で機能的な組織・機構の見直し

2 ★保健福祉センターへの役場支所の設置

3 ★危機管理体制のさらなる強化

4 ★組織マネジメントの構築

5 地籍調査事業の推進及び法務局との連携強化

6 業務の共有化

7 ★新たな定員適正化計画の策定及び推進

8 職員採用試験等の見直し

1 ★職員研修の充実

2 人材育成基本方針の推進

3 ★職員の資格等取得支援制度の構築及び待遇改善

4 ★派遣・人事交流による人材育成

5 ★人事評価制度の適正な運用

6 自己申告書を活用した適正配置

1 ★職務外の地域貢献活動制度化の検討

2 ★多様な働き方の継続的な推進

3 職員の休暇取得の推進

総取組数 66

重点取組数 39
個別取組数 27

●　体系図

改　革　目　標 推　進　項　目 取　組　事　項　　★は重点取組事項

内訳

民間委託の推進

4 機能的かつ柔
軟な組織づく
り・人的資源の
最適化

～より機能的な
　　　　　　　役場へ～

1
組織・機構の見直
し

2 人材育成の推進

3 職員の働き方改革

3

行政サービス
のさらなる向
上・事務事業
の見直し

～より質の高い
　　　　　　　役場へ～

3 事務事業の見直し

4
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●　取組事項

１　多様な主体によるまちづくり活動への支援　～より開かれた役場へ～

　１　協働のシステムづくり 

取　　組　　事　　項 （１）　住民主体のまちづくりの推進

実　　施　　内　　容

まちづくり活動支援センターの活性化を図り、まちづくりに資する人材の発
掘、まちづくりや地域活動に積極的に取り組む地域リーダーの育成、まちづ
くり活動団体の組織化や支援の仕組みの構築を図る。
併せて、本町における自治の基本を定めるルールとして、まちづくり基本条
例の制定を検討する。

実施における具体案

●まちづくり活動支援センターが中心となり、次のことを検討及び実施することに
　 より、住民等のまちづくり活動を支援する。
　  ・まちづくり活動に関する広報の強化
　  ・まちづくりに関する講演等の啓発活動など具体策の検討及び実施
　  ・人材育成、人材バンクの再整備
　  ・まちづくり活動団体の組織化の検討
　  ・まちづくり活動支援の仕組みの構築
●まちづくり基本条例（自治基本条例）の検討

期待する効果・目標

●既存の団体など、まちづくりに資すると思われる方々が、住民と行政の協働に
　 よって、まちづくりの重要性を再認識することにより、まちづくりリーダーの育成
　 に繋がる。
●住民等が主体的に動くことで、他の住民等への影響が期待できる。
●まちづくりについて積極的な住民等の参加により、わかりやすく開かれた行政
　 運営を目指すことができる。

取組スケジュール

①まちづくり活動支援センターを中
    心に住民主体のまちづくりの検
　  討及び推進

②まちづくり基本条例（自治基本
　 条例）の検討

担　当　課　　・　係
①②企画財政課復興企画係
①生涯学習課生涯学習係
　　　　　　　　  交流情報センター

全　　課

具体策の検討 具体策の実施

他自治体情報

収集等
プロジェクトチーム及び住民ワークショップ等による内容の検討
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実　　施　　内　　容
現行のまちづくり出前講座メニューを見直し、町の施策説明や行政情報の
周知を行うことにより、住民と行政とが一体となって、まちづくりに取り組む
環境を整備する。

　１　協働のシステムづくり 

取　　組　　事　　項 （2）　まちづくり出前講座メニューの見直し

全　課

取組スケジュール

まちづくり出前講座メニューの見直し

担　当　課　　・　係
　　　生涯学習課　生涯学習係
　　　総務課　人事係

実施における具体案

●震災や新型コロナウイルス感染症拡大防止により、中断した出前講座を、
　 各課・係においてどの分野においてどのような内容の講座を実施できるの
　 か再検討する。
●講座のメニューは、各課・係において整理・作成し、講座のテーマ（業務）が
　 関連する場合や複数の担当課にまたがる場合は、担当課を超えた講師派
　 遣を実施する。 （例：公共工事に伴う埋蔵文化財等）。
●講座内容は、住民ニーズに合ったメニューを設け、具体的でわかりやすい
　 情報の提供に努める。

期待する効果・目標

●住民に行政情報を提供する機会が拡充され、住民と行政間で共通認識や
　 共通理解を図ることができる。
●職員の専門性の向上やスキルアップに繋がる。
●担当課・係において、住民ニーズを意識した業務遂行が可能となる。

メニューの検討・住民への周知 講座の見直し・充実
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取　　組　　事　　項 （３）　各種団体の自立化の促進

実　　施　　内　　容
各種団体に対して必要な助言・指導を行うことにより、各種団体の自立的運
営（自立化）の促進を図るとともに、自主的な事務局運営を推進する。

実施における具体案

●本取組は、2-1-(5)成果志向に基づいた補助金制度への見直しと連携して
　 取り組む。
●町が補助金等を交付している各種団体について、団体の規約等を収集し町
　 職員の関与状況をすべて洗い出す。
●運営状況の確認後、各種団体に対して必要な助言・指導を行うことにより、
　 各種団体の自立的運営（自立化）の促進を図る。

期待する効果・目標

●運営費面において各種団体の自立化を促進することにより、本来あるべき団
　 体の運営が図られる。
●各種団体の事務局を団体の構成員自らが行うことで、団体の自立した事務局
　 運営が図られる。
●団体構成員の事務スキルの向上により、公益的事業の円滑化、効率化が期
　 待できる。
●公益的事業実施者としての団体運営者の意識改革が図られる。

取組スケジュール

各種団体の自立化の促進

担　当　課　　・　係 企画財政課　財政係 全　　課

　１　協働のシステムづくり 

各種団体洗い

出し 各種団体への助言・指導、自立化の促進
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　１　協働のシステムづくり 

取　　組　　事　　項
（４）　住民からの意見聴取について
　　　 総合的な見直し

実　　施　　内　　容
震災や新型コロナウイルス感染症拡大防止により、中断している町政座談
会や検討していた町政モニター制度等の見直しやそれに代わる住民の意
見を聴取する新たな仕組みづくりを検討する。

実施における具体案

●国や他自治体で実施されているタウンミーティングのような、「住民から広く
　 意見を聴き、また、町政に対する住民の理解を深める」機会の創出を図るた
　 めの新たな仕組み（制度化）を検討し、住民が自らの意志で自由に参加でき
　 る町政座談会等への見直しを図る。
●現在、各種計画を策定する基礎資料として町民に対するアンケート調査を実
　 施しているが、その回収率が低い課題がある。その課題解消の策と して、他
　 自治体の先行事例を調査し、分野別登録制の町政モニター制度の検討を行う。
●住民誰もが気軽に意見が提出できるようⅠＴを活用した意見聴取方法を検討
   する。（サイレントマジョリティ－対策を含む。）

期待する効果・目標

●住民が、町の施策に対して自由に意見を申し述べる機会を設けることができ
　 る。
●住民から貴重な意見を聴取することにより、よりよい施策の展開を図ることが
　 できる。
●町の施策に対する住民の理解を深めることができる。

取組スケジュール

住民からの意見聴取について総合的
な見直し

担　当　課　　・　係 総務課　町長公室

制度化の検

討
運用開始
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

オープンデータの公開

担　当　課　　・　係
企画財政課

復興企画係　広報係　情報政策係
全　　課

オープンデータ※とは、地方公共団体等が保有するデータのうち、国民の誰もがインターネット等を通
じて容易に利用できるよう、オープン（公開）されたデータのこと。

実　　施　　内　　容
住民の利便性向上と地域経済の活性化を図るため、個人情報を除く町の

保有情報を広くオープンデータ※として公開する。

実施における具体案

●先進自治体事例の調査・研究を行う。
●調査結果を基に、オープンデータ取組方針や推進計画を策定する。
●現行のデータで公開できるものがあれば、すぐにでも公開する。
●データ公開後は、データの更新を随時行う。
●個人情報保護を徹底する。（流出対策）

期待する効果・目標
●町保有の情報をオープンにすることにより、開かれた町政の推進に繋がる。
●専門家等が町のデータを活用し分析することにより、町に対して様々な提
　 言が可能 となる。

取組スケジュール

先進自治体事例の調査・研究

　１　協働のシステムづくり 

取　　組　　事　　項 （５）　オープンデータの活用促進

調査研究

取組方針・推進計画の策定 実 施

公開できるデータは、実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

益城町男女共同参画計画の推進・見
直し

担　当　課　　・　係 総務課　男女共同参画係
　　生涯学習課（生涯学習係）
　　総務課（人事係）

各種委員会、審議会等委員への女
性登用の促進

　１　協働のシステムづくり 

（６）　男女共同参画の推進

期待する効果・目標

●関係機関や全職員が益城町男女共同参画計画を把握することにより、
　 それぞれの能力を十分に発揮し、有機的に連携した取り組みが図られる。
●男女がいきいきと暮らせるまちづくりが実現できる。
●年齢や性別を問わず、能力のある職員を登用する環境づくりに繋がる。
●女性の地位向上を促すことにより、女性の視点に立った新しい発想を生み出
　  し、組織・運営の活性化に繋がる。

取組スケジュール

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容 益城町男女共同参画計画の円滑な推進を図る。

実施における具体案

●男女共同参画を推進するうえでの拠点施設となる「複合施設（令和6年度完
　 成予定）」の役割分担を、関係部署と協議し明確化する。
●益城町男女共同参画計画の周知徹底を図る。
    ・町職員を対象とした男女共同参画基本計画の趣旨等の周知徹底のための
　　 研修会を定期的に開催する。
●町の各種委員会、審議会への女性委員の登用（目標値30%）及び町管理職
　 への女性職員の登用を促進する。

男女共同参画を推進するうえでの拠
点施設となる「複合施設」の役割分担
の明確化

計画の推進・周知徹底・計画の見直し

複合施設（仮称）の役割分担の検討 複合施設（仮称）供用開始

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

１　多様な主体によるまちづくり活動への支援　～より開かれた役場へ～

　２　地域協働の推進

取　　組　　事　　項 （１）　職員の地域活動等への参加促進

実　　施　　内　　容
職員の地域活動等への積極的な参加促進を実施するとともに、職員の地
域担当制の導入を検討し、地域のコミュニティ形成及び地域振興の推進を
図る。

実施における具体案

●本取組は、4-3-①「職務外の地域貢献活動制度化の検討」と連携して取り
　 組む。
●職員が地域活動等への参加や住民との対話、交流を積極的に行い、地域
　 の課題解決に向けた自主的な取り組みを促進する。
●職員を地域担当職員として地域（行政区若しくは自治公民館単位）に配置
　 することを検討する。（地域担当職員配置に関する制度化）
●地域担当制の制度化にあたっては、優遇策（地域の各種の役員等の活動
　 に積極的に参加している職員については免除等の優遇策）を検討する。
●地域担当職員制度導入にあたっては、役場内部のネットワークを図るととも
　 に、担当部署の設置を検討する。

期待する効果・目標

●地域課題の解決に向けた情報の提供や支援を図ることができる。
●精緻な地域情報の集約が可能となり、地域実情に応じた迅速かつ、きめ細
   やかな住民サービスを提供することが可能となる。
●地域活動を通じて職員の地域貢献意識の高揚に寄与する。

取組スケジュール

①職員の地域活動等への参加促進

②職員の地域活動等への参加促
　 進を図る担当部署設置の検討

③地域担当職員制の制度化の検討

担　当　課　　・　係
①②③総務課　人事係
③企画財政課　復興企画係

全　課

実 施

検討結果を踏まえ 実施
他自治体情報収集・制度化の検

討

担当部署設置

の検討 検討結果を踏まえ 実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

借り上げ公園のあり方検討

実　　施　　内　　容

期待する効果・目標

●地域住民による公園づくりや地域住民（まちづくり協議会等）による公園の
　 維持管理を推進する。
●避難地の公園化が進む中、住民から借り上げている公園については、公園
　 の利用状況等を踏まえ、その必要性について検討する。

取　　組　　事　　項

取組スケジュール

地域住民による公園づくりや地域住
民（まちづくり協議会等）による公園
の維持管理の実施

担　当　課　　・　係

　２　地域協働の推進

（２）　公園管理のあり方の検討

地域住民による地域に愛される公園づくりや公園の維持管理を推進する。
併せて、避難地の公園化が進む中、住民から借り上げている公園の必要
性について検討する。

●地域住民で管理を行うことにより、地域住民の公園に対する意識が高まり、
　 公園施設等修繕箇所の早期発見による事故の防止、景観の向上、意識の
　 向上によるごみのポイ捨て等の減少等に寄与することが期待できる。

都市計画課　都市計画係 復興整備課（工務係）

実施における具体案

検討結果を踏まえ 実施
あり方検討・判

断

実 施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　２　地域協働の推進

取　　組　　事　　項 （3）　情報伝達の拡充

実　　施　　内　　容
伝達手段等の充実を図るとともに、公式ＳＮＳ、ましきメール等のフォロワー
数の増加を図る。
併せて町のホームページの見直しを行う。

実施における具体案

●ＳＮＳ等の多様な情報発信手段を積極的に活用し、イベント情報や各種政策
　 の状況等を発信する。
   また、住民からの写真やコメントの投稿も受付、町の魅力を発信していく。
●ホームページを見直し、更新がされていないページの更新や削除、また、周知
　 すべき情報の明確化を徹底し、見やすく、わかりやすく、必要な情報を探しやす
　  く改善を図る。

期待する効果・目標

●一層の町政の透明化を図り、住民と行政とが情報を共有することで、互いの
　 理解と信頼関係が深まり、住民と行政の協働のまちづくりの推進に繋がる。
●町の魅力が発信されることで、人が集まる。人が集まることの相乗効果で経
　 済効果や住民の増加等が期待できる。

取組スケジュール

ＳＮＳの活用・フォロワー数の増加

ホームページの見直し

担　当　課　　・　係 企画財政課　広報係 全　課

推 進

具体策の検討
具体策の実

施

具体策の運

用開始 内容充実
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●老朽化が進み維持管理費が増大している町営住宅について、用途廃止も視野
　 に入れた検討を行う。
●町民憩の家は、指定管理者により管理運営をなされているが、建物・設備の老
　 朽化が進んでいるため、施設の存在意義も含め今後のあり方を検討する。
●施設ごとに劣化調査等を行い、個別計画書を取りまとめ、全体計画としての施
　 設の長寿命化及び財政負担の平準化を図る。
●個々の町有施設ごとに長期的な維持管理経費が最小化されるよう年度計画を
　 盛り込む。特に水道課及び下水道課においては、企業会計の観点から財政状
　 況の中長期的な把握を行い、管理計画策定業務委託について検討する。

期待する効果・目標
●町営住宅を用途廃止することになれば、、管理戸数が減少し、修繕費、管理費
　 が圧縮できる。
●町有施設にかかる長期的な維持管理経費を削減できる。

取組スケジュール

①老朽化した町営住宅の用途廃
　 止等を含めたあり方の検討

②町民憩の家の今後のあり方の
　 検討

③ストックマネジメント（施設の長
　 寿命化計画）の策定

担　当　課　　・　係

  ①都市計画課　公営住宅係
  ②福祉課　地域福祉係
  ③総務課　管財係
　③施設担当課

２　財源基盤の強化・自主財源の確保　～より自立した役場へ～

　１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項
（１）　老朽化し維持管理費が増大している
        町有施設のあり方の検討

実　　施　　内　　容

老朽化し維持管理費が増大している町営住宅や町民憩の家のあり方の検
討を行う。
併せて、町有施設について、全体計画としての長寿命化計画・修繕計画（管
理計画）を策定する。

実施における具体案

用途廃止等の検討 検討結果を踏まえ 実施

計画策定 計画の推進

あり方検討 検討結果を踏まえ 実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実　　施　　内　　容
町立幼稚園及び保育所について、統廃合及び民営化等を含めたあり方の
検討を行う。

実施における具体案

●町立幼稚園については、令和3年度に立ち上げた町立幼稚園・保育所の
　 あ り方検討委員会において、町立幼稚園の統廃合を含め今後の運営管
　 理方法を協議・検討する。
●町立幼稚園を統廃合する場合は、在園の保護者等への周知（説明会の
　 開催等）を徹底し理解を得るよう努める。
●保育需要が高い町立保育所については、他自治体の状況や保育所等
　 ニーズの将来予測についてデータの収集・分析を実施し、保育需要に応
　 じた定員管理を行うとともに、令和3年度に立ち上げた町立幼稚園・保育
 　所のあり方検 討委員会において、町立保育所の民営化等を含めたあり
　 方について協議・討する。
●恒常的な保育士不足の対策については、民間の保育士サービス制度の
　 活用を 検討する。

期待する効果・目標

●経費面からは職員の人件費その他の運営費が削減されるとともに、運営
　 面からは民間事業者ならではのサービス向上効果が期待できる。
●町立幼稚園及び保育所の統廃合、民営化等を行うことにより、保育士等不
　 足の解消に繋がる。

取組スケジュール

町立幼稚園のあり方の検討

町立保育所のあり方の検討

担　当　課　　・　係 こども未来課　保育係

　１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項 （２）　町立幼稚園・保育所のあり方の検討

幼稚園・保育所あり方検討委員会の検討結果を踏まえ 実施

幼稚園・保育所あり方検討委員会の検討結果を踏まえ 実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

期待する効果・目標

取組スケジュール

時間外勤務のＩＣＴ化

災害時の時間外手当の見直し

●時間外勤務の縮減により、人件費の削減と職員のメンタル面の管理ができる
　 ため、住民サービスの向上と職員負担の軽減に繋がる。

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

　１　歳出の抑制・合理化

（３）　時間外勤務管理の徹底等による
　　　 人件費の縮減

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
時間外勤務管理の徹底（電子決裁システムの導入等）を行うことにより、職
員のメンタル面での適正管理及び人件費の削減を図る。
併せて、災害時の時間外手当のあり方を検討する。

実施における具体案

●時間外勤務の事前申請の徹底を図るとともに、課内の応援体制を構築する。
●時間外勤務のＩＣＴ化（電子決裁システムの導入等）を図り、管理体制の整備
　 を図る。
●災害時の時間外手当について、他自治体の情報収集を行い、特殊勤務手当
　 として支給が可能か検討する。
   （本町の現行は、基本給に応じた時間外手当を支給 している。）

実 施システム構築

他自治体の情

報収集
導入検討 検討結果を踏まえ 実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項
（４）　中長期的な財政計画の策定及び
 　　　公表

実　　施　　内　　容
震災により厳しい財政状況にある中、持続可能な行政運営を維持するた
め、将来の財政の見通しを明らかにした「中長期財政計画」を毎年度策定
し、公表する。

実施における具体案

●震災による復旧・復興事業の進捗状況をを見据えながら、国の制度改正見込
　 みや公共事業などのインフラ整備、企業誘致、医療や介護などの社会保障費
　 の試算などを行い、毎年度、中長期財政計画を策定する。
●策定した中長期財政計画は、町ホームページ等により公開し、町財政運営の
　 透明性の確保に努める。
●職員に対して、町の財政状況の周知徹底を図る。周知徹底を図る際は、職員
　 が財政逼迫可能性を意識しやすいデータの提示を行う。

期待する効果・目標
●財政健全化への道筋をたてることができる。
●行財政改革を推進するための職員の意識改革（危機意識の醸成等）に寄与
　 する。

取組スケジュール

中長期的な財政計画の策定及び公
表

担　当　課　　・　係 企画財政課　財政係

実 施 （最新情報により毎年度策定・公開）
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項
（５）　成果志向に基づいた補助金制度
　　　 への見直し

実　　施　　内　　容
町が交付している各種補助金の適正化を図るため、成果志向（運営費補助
から事業費補助への転換）に基づいた補助金制度の仕組みを構築する。

実施における具体案

●本取組は、1-1-(3)「各種団体の自立化の促進」と連携して取り組む。
●町のすべての補助金等の状況を洗い出し、補助額や補助対象者、対象事業
  の内容等の妥当性、補助目的が時代に合わないものとなっていないか、公益
  性・公平性の確保など様々な視点から見直すため、「補助金等に関する基本
  方針（交付基準）」を策定する。
●基準に基づき、補助事業内容について、交付対象団体から提出される収支
  予算書や収支決算書、行政評価システムの評価結果などを参考に精査し、運
  営費偏重型となっていないか検証する（財政担当課によるヒアリングを実施）。

期待する効果・目標

●補助金について成果志向型へと見直し、最少の費用で最大の効果を発揮す
   るよう助言指導を行うことにより、効果的な事業成果が期待できる。
●補助金等を成果志向型へシフトすることについて「補助金等に関する基本方
   針（交付基準）」に定めることで、補助金に関する町の考え方が整理、統一化
   され、補助対象事業の内容が適正化される。

取組スケジュール

補助金等交付基準の策定

担　当　課　　・　係 企画財政課　財政係 全　課

基本方針（交付
基準）策定

基本方針（交付
基準）適用開始 基準等の定期的検証（見直し）
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●用度庫にて保管している物品の洗い出しを行い、本当に必要な物品であるの
   か、過剰に購入をしていないのかを整理する。
●上記の結果、過剰購入している場合、例えば「職員数×単価」の金額を需用
   費として割振るなど、各課での用度品管理など状況に即した管理方法を検討
   する。
●全課共通消耗品については、例えば封筒印刷については町一括契約を行い、
   単価契約を結んだうえで、印刷業者に各課が必要な枚数をその都度発注し最
   低限の保管スペースに保管するなど、発注方法や管理方法について検討する。

期待する効果・目標
●過剰に購入していた物品購入費を削減することができる。
●用度庫及び共通消耗品収納スペース分の空間を有効活用することができる。
●封筒へのゴム印押印作業をなくすことができ、事務の効率化が図られる。

取組スケジュール

用度品の購入及び管理のあり方検
討

共通消耗品の購入及び管理のあり
方検討

担　当　課　　・　係
会計課　会計係
総務課　管財係

　１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項 （６）　用度品等の購入及び管理の適正化

実　　施　　内　　容
用度品の購入及び管理のあり方を検討する。
併せて、共通封筒をはじめとした全課共通消耗品のあり方を検討する。

実施における具体案

あり方検討

検討・担当

課選定

検討結果を踏まえ 各課物品購入及び管理運用開始

検討結果を踏まえ 導入
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　１　歳出の抑制・合理化

取　　組　　事　　項 （７）　光熱費の削減

実　　施　　内　　容
町施設の空調設備の温度設定の適切な管理、照明の消灯の徹底などを行
い、電気使用量の推移を継続的に検証し、経費の削減を図る。

実施における具体案
●光熱費を毎年検証し、電気料金が前年同期比より増加している場合は、
　 関係職員へ周知徹底を行い、空調の温度設定の適正化や消灯の徹底
　 をさせる。

期待する効果・目標

●電気料金の削減が図られる。
●デマンド監視により、町施設における電力使用量をタイムリーに監視（見える化）
   することにより、即時即応の節電対策が可能となる。
●職員の節約意識を高めることができる。

取組スケジュール

光熱費の削減

担　当　課　　・　係 総務課　管財係 全　課

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

２　財源基盤の強化・自主財源の確保　～より自立した役場へ～

　２　自主財源の確保

取　　組　　事　　項 （１）　新規企業の誘致

実　　施　　内　　容
新たに企業誘致専門部署を設置し企業誘致推進本部を立ち上げ、町の特
性に合致した企業の誘致を積極的に推進する。

実施における具体案

●新たに企業誘致専門部署を設置し企業誘致推進本部を立ち上げ、全庁
　 をあげて取り組む体制づくりを行う。
●推進本部には、その下部組織として関係課によるプロジェクトチームを設
　 置し、企業誘致に関する調査・研究を行う。
●町内企業等との懇話会（仮称）を開催し、情報共有を図る。
●すでに立地している企業の収益向上の強化を図ることにより、企業誘致
　 に関するイメージアップに繋げる。
●熊本県（東京事務所、大阪事務所）との連携を密にし、企業動向の情報
　 収集を積極的に行う。（県の東京事務所等への町職員派遣を検討する。）

期待する効果・目標

●企業誘致により、町税等の収入増加や雇用の場の確保が見込まれる。
●企業誘致専門部署の設置により、関係課のすべての職員が企業誘致の
　 推進に関して共通認識をもって取り組むことができるようになり、企業誘致
　 に関す様々な許認可手続きの見通しや、関係機関等との調整、優遇措置
　 の適用関係について、迅速にまとめあげることができる。
●町として、対象企業に対する適切なアドバイスを迅速に行えるようになる。

取組スケジュール

①新規企業の誘致

②企業誘致専門部署の設置

③熊本県（東京事務所、大阪事務
　 所）との連携強化

担　当　課　　・　係
　①産業振興課　商工観光係
　②③総務課　人事係
　③ 総務課　町長公室

　

推進本部の設
置 企業誘致の推進

検討結果を踏まえ 運用開始

実 施

検 討
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取　　組　　事　　項 （２）　ふるさと納税制度の推進

実　　施　　内　　容
ふるさと納税、ガバメントクラウドファンディング、企業版ふるさと納税制度
を推進し、自主財源の確保に努める。

実施における具体案

●ふるさと納税（令和２年度：約１４億５千円）のさらなる推進を図るとともに、
　 返礼品の充実を図る。
●本町が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄付金の「使い道」をより
　 具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る
　 仕組みである「ガバメントクラウドファンディング」の導入及び推進を図る。
●企業版ふるさと納税の推進を図る。

期待する効果・目標

取組スケジュール

ふるさと納税、ガバメントクラウドファ
ンディング、企業版ふるさと納税制度
の更なる推進

ふるさと納税返礼品の拡充

担　当　課　　・　係

●自主財源の確保に繋がる。
●地場産品（返礼品）の消費拡大により、地域経済の活性化や税収増に繋
　 がる。

　２　自主財源の確保

企画財政課　財政係

実 施

拡 充
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
町税、保険料、使用料等の収納率向上及び滞納対策に積極的に取り組
む。

　２　自主財源の確保

（３）　町税、保険料、使用料等の収納率
　　　 の向上

●納付者の利便性の向上が図られる。
●債権管理条例等による庁内統一的な徴収ルールにより、適正な徴収に繋が
　 る。
●町税、保険料、使用料等の収納率向上が図られ、財政の健全化に繋がる。

③収納業務を一元化する課等の
　  設置

担　当　課　　・　係
　　　①②税務課　納税係
　　　③総務課　人事係

①②料等収納担当課

実施における具体案

●収納対策プロジェクトチームが中心となって、情報の共有化を図り積極的に
   収納向上策を検討する。
●収納率向上及び負担の公平性確保を図るため、滞納者に対して町から支給
   される各種手当等について、滞納となっている町の各種収納金への充当の
   可能性について検討する。
●債権管理条例、滞納整理方針などの統一的なルールを策定し、徴税吏員ごと
   の対応のばらつきをなくす。
●口座振替やコンビニ納付以外に、キャッシュレス決済（スマホ決済を含む。）等
   の多様な納付手段を導入し、収納率の向上を図る。
●収納業務を一元化する課等の設置を検討する。

期待する効果・目標

取組スケジュール

①収納対策プロジェクトチームの
　　積極的な活動促進

②債権管理条例等の制定

積極的な活動

検 討 検討結果を踏まえ 運用開始

他自治体の取り
組み確認

条例案の検

討
条例制定 債権管理条例運用開始
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

②施設以外の部分の広告料収入
　 の検討・導入

担　当　課　　・　係
　　　①②企画財政課
　　　　　　　　復興企画係　財政係
　　　①施設担当課

実施における具体案

●益城町広告活用事業実施要綱に基づき、財源確保の上から、積極的に
　 広告料収入の導入・推進を図る。
●総合体育館などの町施設について、指定管理者の意向を踏まえつつ、
　 ネーミングライツや看板広告等の募集等を実施する。
     ・具体策例：陸上競技場への進入フェンスを設置し、区画（５Ｍ程度）ご
　　　との広告を募集、陸上競技場管理棟正面上部の３区画への広告募集、
　　　テニスコート囲いネッ トへの広告募集、総合体育館メインアリーナ、サブ
　　　アリーナ壁面への広告募集、町民グラウンド、Ａ～Ｃコートのバックネット
　　　への広告募集
　　・その他の施設の広告募集等
●施設以外の部分（町ホームページ、町広報紙、各種印刷物（封筒等含）等）
　 でも、広告料収入の検討し導入を図る。

　２　自主財源の確保

（４）　有料広告の推進

期待する効果・目標

取組スケジュール

①公有施設を活かした広告収入
　 の導入

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容 新たな財源として、公有施設等を活用した広告料収入の推進を図る。

●新たな財源として広告料による収入増加や経費節減が期待できる。
●町内企業等にとっても、信頼性の向上や営業上有利となる等の宣伝広告
　 効果が得られる。

実 施

検 討 実 施

各施設の広告ス

ペースの調査

広告募集要綱等

の作成及び募集
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●売却や貸付が可能な町有財産を洗い出すため「町有財産（普通財産）台帳」
   及び附図を作成する。
●台帳や附図を精査した結果、売却や貸付が可能と認められる財産については、
   特に遊休化している財産から優先的に売却または貸付を行い、収入確保を図る。
●普通財産への変更が可能な行政財産については検証を行い、売却や貸付が可
   能か検討する。

期待する効果・目標
●普通財産の売却収入や賃貸料等の新たな財源による収入の増加が期待できる。
●売却する財産の管理にかかる事務負担や経費等が削減できる。

取組スケジュール

未利用町有財産の売渡・貸付の促進

担　当　課　　・　係 総務課　管財係

　２　自主財源の確保

取　　組　　事　　項
（５）　未利用町有財産の売渡・貸付の
　　　 促進

実　　施　　内　　容 財源確保として、町有財産の売却や貸付の促進を図る。

実施における具体案

台帳整備売
却・貸付の検
討

告示や広告等により売却・貸付先を募集
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実　　施　　内　　容 役場及び出先機関の職員駐車場の有料化を図り、財源の確保に繋げる。

実施における具体案

●他自治体の状況を把握し、有料化の課題・是非について検討するとともに、
　 役場のみ実施するのか、出先まで実施するのかを含め、総合的に検討する。
●制度導入にあたっては、行政財産使用料条例等の制定などルール化を図る。
●制度実施にあたっては、職員に対して事前に十分な周知徹底を行う。
●本庁舎では駐車場不足が懸念されることから、職員駐車場の適正配置を検
　 討する。

期待する効果・目標
●職員駐車場の使用料収入が町の収入として生じる。
●役場駐車場利用の適正化が図られる。

取組スケジュール

職員駐車場の使用料徴収の実施

職員駐車場の適正配置・ルール化の
検討

担　当　課　　・　係 総務課　管財係 新庁舎等建設課

　２　自主財源の確保

取　　組　　事　　項 （６）　職員駐車場の使用料徴収の実施

条例等の制定

職員周知
運用開始

適正配置・ルー

ル化の検討
運用開始
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取組スケジュール

自動販売機設置基準等の策定

入札方式への変更

担　当　課　　・　係 総務課　管財係 施設担当課

期待する効果・目標

●自動販売機設置料及び売上の一部が町の収入となり自主財源の確保に繋
　 がる。
●入札方式の導入により、効果的な業者選択が可能となり、自動販売機の適
   正な運用が図れる。

　２　自主財源の確保

取　　組　　事　　項
（７）　自動販売機設置基準の策定及び売
　　　 上収入等の確保

実　　施　　内　　容

現在、施設等の担当部署毎で行っている自動販売機の設置について、設
置基準等を定め統一化を図る。
併せて、契約方法を入札方式に見直すことにより、自主財源の確保に努め
る。

実施における具体案

●現行は、施設等の担当部署毎に契約し行政財産の目的外使用として設置
　 許可を与えているが、他自治体の状況を調査・研究し、統一した自動販売
　 機設置基準等を定め、適正な運用を図る。
●設置契約については、原則入札方式を採用し公平性に努める。
●指定管理者制度導入施設では、指定管理者が自動販売機設置の許可権
　 者となることから、設置にあたっては町設置基準等を参酌するよう依頼する。
●自動販売機に寄附機能がある場合は、寄附の妥当性を判断する。

設置基準の

策定
運用開始

実 施
募集要綱の

策定
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取　　組　　事　　項 （１）　使用料等の減免基準の策定

実　　施　　内　　容 使用料及び手数料の減免基準を策定し、統一化を図る。

実施における具体案

●震災及び新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が震災前の状態
　 に戻っていない団体等を考慮し、各種団体の活動状況を見据えながら減
　 免基準を策定する。
●使用料及び手数料の減免基準は、施設担当課と行政改革担当部署が協
　 議を行い、使用料等審議会に諮問する。
●減免基準の策定にあたっては、他の自治体の例を参考にするとともに、受
　 益者負担の原則に基づいた適正かつ公平な減免基準となるよう留意する。
●策定した減免基準については、住民及び利用団体に対し、十分な期間を設
　 け周知徹底を行う。

期待する効果・目標
●町から補助を受けている団体に対する不合理な減免等が解消される。
●受益者負担の原則に基づいた適正かつ公平な減免基準を策定することに
　 より、施設使用料及び手数料の収入増が見込まれる。

取組スケジュール

減免基準の策定

使用料等審議会の開催

担　当　課　　・　係
（基準案の作成）

企画財政課　行政改革係
施設担当課

２　財源基盤の強化・自主財源の確保　～より自立した役場へ～

　３　受益者負担の適正化

減免基準の運用（適用）

随 時 開 催

減免基準

策定
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

公の施設使用料の定期的な見直し

担　当　課　　・　係

（見直し案の作成）
施設担当課・係

　（使用料等審議会の運営）
企画財政課　行政改革係

期待する効果・目標
●各施設の維持管理を持続的に行うための施設使用料の収入増が見込まれる。
●公共サービスの提供に係る「受益者負担の適正化」が図られる。

取組スケジュール

　３　受益者負担の適正化

取　　組　　事　　項 （２）　公の施設使用料の定期的な見直し

実　　施　　内　　容
　「使用料・手数料等の適正化に関する基本方針」に基づき、町有施設の
使用料を定期的に見直す。

実施における具体案

●施設使用料見直しにあたっては、公平性の確保及び受益者負担の原則に
　 基づくとともに、他の自治体の水準も十分考慮し、施設ごとに、消費税率引
 　き上げ分、人件費、物件費などの原価算定や受益者負担割合の設定を施
　 設 当課と行政改担当部署が定期的に使用料の妥当性について検証し、改
　 正の必要があれば益城町使用料等審議会に諮問する。
●見直しを行う施設使用料については、利用者等に対して事前に十分な周知
　 徹底を行う。

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

３　行政サービスのさらなる向上・事務事業の見直し　～より質の高い役場へ～

　１　住民サービスの向上

（１）　行政手続きのスマート化

実施における具体案

●行政手続きのスマート化として、①「書面規制、押印等の見直し指針」に基
　 づく、申請書等の押印廃止、書面規制、対面規制の継続的な取組、②電子
　 申請サービスの活用、③新庁舎の総合窓口（ワンストップ）化を優先的に実
　 施する。
●国のデジタル化の動向や他自治体のデジタル化の情報収集を行い、本町に
　 有益な事例等があれば調査研究し、実施に向けて動き出す。ただし、ゼロイ
　 チ （やるかやらないか）の考え方ではなく、できるところから動きだし検証後、
　 全展開を図る。
●デジタルに不慣れな住民の配慮を検討する。（デジタルデバイド（情報格差）
　 への対策）

期待する効果・目標
●いつでもどこでも申請できるという住民の利便性の向上が図られる。
●職員の業務の効率化が図られるとともに、コスト削減にも繋がる。
●コロナ禍の対面手続が削減され、感染症予防にも繋がる。

取組スケジュール

①行政手続きの「スマート化」の実施

③デジタルデバイド（情報格差）対策

担　当　課　　・　係

　①総務課行政係
　①住民課住民係
　①②企画財政課行政改革係
　　　　　　　　　　 　情報政策係
　③生涯学習課生涯学習係

全　課

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
「行政手続きのスマート化」を推進するため、住民や事業者が行う申請・届
出・報告等の行政手続きのオンライン化や窓口滞在時間が短くなるよう押
印等の廃止等に取り組み、住民サービスの向上を図る。

②国及び他自治体のデジタル化の
　 情報収集

可能な手続き

の洗出し・実施

方法検討

スマート化の実施（可能となった手続き等から随時）

実 施

継続的な実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

書面規制、対面規制、押印廃止の継続
的実施

担　当　課　　・　係 総務課　行政係 全　課

●住民の利便性の向上や行政手続の簡素化が図られる。

取組スケジュール

　１　住民サービスの向上

取　　組　　事　　項
（２）　「書面規制、押印等の見直し指針」
       に基づいた申請手続き等の見直し

実　　施　　内　　容
「書面規制、押印等の見直し指針」に基づき、申請手続き等の見直しを行
い、住民の行政手続きの利便性の向上を図る。

実施における具体案
●「書面規制、押印等の見直し指針」に基づき、申請書等の押印廃止、書面
　  規制、対面規制の見直しに継続的に取り組む。

期待する効果・目標

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取組スケジュール

①マイナンバーカードの取得促進

②マイナンバーカードを利用した
　 電子申請の推進（ぴったりサー
　  ビスを含む。）

担　当　課　　・　係
　　①住民課　住民係
　　②企画財政課　行政改革係

　該当課

　１　住民サービスの向上

取　　組　　事　　項

（３）　マイナンバーカードの取得促進と
　　　 利活用方法（電子申請活用等）の
　　　 推進

●住民の利便性の向上や行政手続の簡素化が図られる。
●行政手続きのオンライン化により、行政事務の簡素化、コスト削減に繋がる。

実　　施　　内　　容

運転免許証や健康保険証としても使用できるようになり、かつ、電子申請時
にも活用できるマイナンバーカードの取得促進を図る。
併せて、国が推進する「ぴったりサービス」等のマイナンバーカードを活用し
た電子申請体制整備に取り組むとともに、町独自での活用可能な分野につ
いて検討する。

実施における具体案

●住民のマイナンバーカードの取得を促進する。
●マイナンバーカードを活用した電子申請等の体制整備（行政手続きのオン
　 ライン化：ぴったりサービス等の活用）を図ることにより、申請手続き等の利
　 便性を向上させるとともに、ペーパーレス化を進める。
●マイナンバーカードを活用した町独自策の検討を行う。
●デジタルに不慣れな住民に配慮する方策（デジタルデバイド（情報格差）へ
　 の対策）を検討する。（スマートフォン、パソコンなどの操作研修会の開催等）

期待する効果・目標

実 施

実 施 ※可能な申請を随時追加
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課担　当　課　　・　係

　　　　　　　　企画財政課
　　財政係　情報政策係　行政改革係

　　　　　　　　住民課　住民係
　　　　　　　　税務課　納税係
　　　　　　　　会計課　施設担当課

（４）　多様な支払方法の導入取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
役場窓口や町有施設の手数料・使用料支払いにキャッシュレス決済を導入
し、住民の利便性向上を図るとともに、会計処理事務の簡素化を図る。

実施における具体案

●キャッシュレス決済の環境整備の調査、研究、検討を行い、キャッシュレス
　 決済の導入を図る。
●検討にあたっては、キャッシュレス決済ができない住民を配慮する。
●導入にあたっては、まずは試行を行い、その結果を検証し全展開を図る。

期待する効果・目標

取組スケジュール

窓口等のキャッシュレス決済の推進

●住民の利便性向上が図られる。
●支払いの簡素化、効率化に繋がる。

　１　住民サービスの向上

環境整備の

調査・研究
試行・検証 本格的運用開始
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課
新庁舎等建設課
新庁舎等建設係

　　住民課等新庁舎１階に配置
　　する課

　１　住民サービスの向上

取　　組　　事　　項

期待する効果・目標
●住民目線に立った窓口サービスを実現することにより、住民サービスが向
　 上する。

取組スケジュール

新庁舎建設に合わせた、ワンストッ
プ・ワンフロア化の実施

（５）　新庁舎建設に合わせた総合窓口
       （ワンストップ窓口）化の実施

実　　施　　内　　容
住民にとって便利で親切な行政を実現するため、新庁舎建設に合わせて窓
口サービス業務の一元化（総合窓口化）を図る。

実施における具体案
●窓口分科会が中心となり、新庁舎供用開始に合わせ新庁舎の総合
　 窓口（ワンストップ窓口）化を行う。
●新庁舎供用開始時には、総合窓口化の体制を完了する。

担　当　課　　・　係

実 施試 行
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●教育施設の利用予約システムを導入（各学校との連携方法も含む。）し、
 　台帳の一括管理を行う。
●利用時のルールの見直し（感染症対策等による利用制限をかける際の基
　 準等を含む。）を行う。
●災害時等における連絡手段として、利用団体代表者等への一斉連絡方法
　 を検討する。
●インターネットが苦手な方の予約方法を検討する。
●現在の利用状況や利用方法を十分に精査し、システム化が可能か検討する。

期待する効果・目標

実　　施　　内　　容
小中学校体育施設及び公民館等の教育施設の利用予約のオンライン化を
図る。
併せて利用に関するルールの見直しを検討する。

実施における具体案

●利用者の利便性向上（予約がしやすい、オンラインでルールやお知らせの
　 確認ができる等）が図られる。
●職員の業務の効率化（台帳の記入漏れ等のミスがなくなる、避難所開設時
　 などの一斉連絡メール等）に繋がる。

　１　住民サービスの向上

取　　組　　事　　項 （６）　教育施設の利用予約のオンライン化

取組スケジュール

教育施設等利用予約等のオンライン
化

担　当　課　　・　係
学校教育課　学校教育係
生涯学習課　生涯学習係

企画財政課　情報政策係

導入検討 検討結果を踏まえ 実施
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　２　行政のデジタル化の推進

重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

３　行政サービスのさらなる向上・事務事業の見直し　～より質の高い役場へ～

取　　組　　事　　項

　　　総務課　町長公室
　　　企画財政課　行政改革係
　　　　　　　　　　　 情報政策係

全　課

ＤＸ※（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル変革ということで、デジタル技術を活用
して、既存の行政サービスを改善したり、新しい行政サービスを創出することにより、住民の福祉の増
進を目指す取組のこと。

（１）　「益城版行政サービスDX推進計画」
        の推進

実　　施　　内　　容
行政のデジタル化を進めるうえで指針となる「益城版行政サービスＤＸ※推
進計画」を策定し、その計画を基に全庁的な行政のデジタル化を推進す
る。

実施における具体案

●総務省が定める①自治体の情報システムの標準化・共通化 ②マイナンバー
　 カードの普及促進 ③自治体の行政手続のオンライン化 ④自治体のＡＩ・ＲＰＡ
　 の利用の促進 ⑤テレワークの推進 ⑥セキュリティ対策の徹底 ⑦地域社会の
　 デジタル化 ⑧デジタルデバイド対策を重点取組事項としてDX推進計画を策定
　 する。
●総務課町長公室が中心となり、情報政策及び行政改革部署が連携しプロジェ
　 クトチームを設置し、ウィズコロナの時代を変革の契機と捉え、DX推進計画の
　 策定を進める。
●本計画を基に、住民の行政手続きの見直しや行政のデジタル化の推進を強力
   に推し進める。

期待する効果・目標

●行政手続きに関する住民の利便性の向上が図られる。
●行政の事務の効率化が図られる。
●職員の業務に対する意識改革が図られる。
●新型コロナウイルス等の感染症対策に繋がる。

取組スケジュール

「益城版行政サービスDX（デジタルト
ランスフォーメーション）推進計画」の
策定及び推進

担　当　課　　・　係

策定 ＤＸ推進計画の推進
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●業務システムの統一標準化については、国の指導・基準に従い、令和７年度
  （２０２５年度）末までの完了を目指し作業を進める。
●システムの変更に必要な専門人材不足の対応策を検討する。

期待する効果・目標

実施における具体案

●システムの統一により、職員の事務負担が減り、窓口での住民の待ち時間
　 短縮に繋がる。
●自治体間や政府と地方との間でのデータのやりとりが簡素化され、オンライン
　 手続きが促進される。

取組スケジュール

（２）　業務システムの統一・標準化の推進

住民記録システム開始

第1グループ（介護保険、障害者福祉、就
学、固定資産税、個人住民税、法人町民税、

軽自動車税）開始

第２クループ（選挙人名簿管理、国民年
金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、
児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支

援・国保）開始

担　当　課　　・　係

企画財政課　情報政策係
住民課・福祉課・税務課・こども未
来課・健康保険課・選挙管理委員
会

　２　行政のデジタル化の推進

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
重複投資をなくして行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく観点か
ら、国が進める業務システムの統一・標準化を推進する。

移行テストシステム開発

システム開発 移行テスト

システム開発 移行テスト

実施

実施

実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課 全　課

期待する効果・目標
●業務の効率化が図られる。
●業務遂行上発生する可能性があるミスを最小限に抑えることができる。

取組スケジュール

先進地事例の調査・研究

実　　施　　内　　容 事務作業の効率化を図るため、ＲＰＡ・ＡＩ等のＩＣＴの活用を図る。

実施における具体案

●先進事例を調査・研究し、ICTを活用することにより、効果が高く活用できる
　 事務事業から導入を図る。
●導入検討にあたっては、ICTを一度導入すると業務を固定化してしまう恐れ
　 があるので、まず現行業務の可視化を図り無駄な事務事業を見直し（業務
　 改（BPR））を行い、その後ICTの導入を図る。

取　　組　　事　　項
（３）　ＲＰＡ・ＡＩ等のＩＣＴを活用した業務
　　　 効率化

業務改革（BPR）の実施

ＲＰＡ・ＡＩ等のＩＣＴの導入

担　当　課　　・　係
　　　企画財政課　情報政策係
　　　　　　　　　　　　行政改革係

　２　行政のデジタル化の推進

継続的な調査・研究

導入検討 試行 本格導入

継続的な実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

先進自治体事例の調査・研究

●先進自治体事例を研究し、AI等のＩＣＴ技術の活用を検討する。
●検討結果を踏まえ、保育所入所マッチングシステムの導入を図る。
●保育所入所申込申請の電子化を図る。

期待する効果・目標
●保育所入所事務の効率化が図られる。
●保育所入所事務で発生する時間外勤務が減少し、人件費の削減に繋がる。

取組スケジュール

保育所入所事務へのＡＩ等の導入

担　当　課　　・　係 こども未来課　保育係
　　　各保育所
　　　企画財政課　情報管理係

　２　行政のデジタル化の推進

取　　組　　事　　項
（４）　保育所入所調整等におけるＡＩ等の
　　　 活用

実　　施　　内　　容
保育所入所事務の効率化を図るため、保育所入所調整業務にAI等を導入
する。

実施における具体案

調査・研究 継続的な調査・研究

導入検討 試行 試行結果を踏まえ 本格導入
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課担　当　課　　・　係

（５）　文書の電子化の推進と電子決裁
       システムの構築

③財務会計の電子決裁化の検討

実　　施　　内　　容 文書の電子化や電子決裁システムを構築し、ペーパーレス化を図る。

実施における具体案

●内部手続きの外出届、年次休暇等の休暇取得、時間外勤務の申請等の
　 電子決裁化を進める。
●スキャナー付き複合機等を活用し、収受文書の電子化を図る。
●会議資料の電子化を図る。
●現行の文書管理システムを改修し、電子決裁システムを構築する。
●併せて、財務会計処理の電子決裁化を構築する。

期待する効果・目標

●文書管理等の効率化を図ることで、職員が考える時間やコミュニケーション
　 を行う時間が増え、業務の円滑な遂行に繋がる。
●事務処理の省力化・効率化、事務コストの削減に繋がる。
●決裁文書等の押印廃止が図られる。
●紙媒体を廃止することにより、ペーパーレス化に繋がる。
●ペーパーレス化により、キャビネットや書庫などの保管場所の省スペース化
　 が図られるため、限られた庁舎スペースの有効活用が可能となる。

取組スケジュール

①内部手続きの電子決裁化の推進

②文書管理システムの改修及び電
　 子決裁化の推進

　２　行政のデジタル化の推進

取　　組　　事　　項

　①企画財政課　情報政策係
　②総務課　行政係
　③企画財政課　財政係
　③会計課

全　課

実 施

システム開発 実 施

研究・検討 システム開発 実 施

研究・検討

研究・検討 システム開発
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
タブレット端末等のICT機器を活用したオンライン会議システムの構築を図
る。

実施における具体案

●タブレット端末等のICT機器を活用した電子会議を推進し、職員間の情報の
　 共有と書類のペーパーレス化、移動時間の削減などのコストダウンを図る。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ＰＤＦやエクセル等の資料を共
　 有できる会議用ソフトを活用し、庁舎内外の会議のオンライン会議システム
　 を構築する。
●会議録作成ソフトを導入するとともに、会議回数及び会議時間の縮減を図る。

期待する効果・目標
●会議における紙媒体を廃止することにより、ペーパーレス化に繋がる。
●オンライン会議システムを導入することにより、対面会議が規制され、新型コ
　 ロナウイルス感染症拡大防止に繋がる。

取組スケジュール

オンライン会議システム（会議録作成
ソフトの導入も含む。）の構築

担　当　課　　・　係
企画財政課　復興企画係
　　　　　　　　  情報政策係

全　課

　２　行政のデジタル化の推進

（６）　タブレット端末等のICT機器を活用
        したオンライン会議システムの構築

システム構築 実 施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

音声自動認識ができる議事録作成ソフトを導入し、業務の効率化を図る。

実施における具体案
●現行は、議会、会議等の議事録を作成する際、ボイスレコーダー等に録音した
　 音声を聞き返して作成しており、会議録作成に時間がかかっているため、音声
　 自動入力が可能な議事録作成システム（ソフト）を導入する。

期待する効果・目標
●速やかに議事録が作成できることで、業務の効率化及び情報の共有化が図ら
　 れる。

取組スケジュール

議事録作成システムの導入

担　当　課　　・　係
企画財政課 情報政策係
新庁舎等建設課新庁舎等建設係
議会事務局

全　　課

　２　行政のデジタル化の推進

実　　施　　内　　容

（７）　議事録作成システムの導入取　　組　　事　　項

システムの

検討 本格運用開始
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　２　行政のデジタル化の推進

取　　組　　事　　項 （８）　課題のある世帯の情報共有の検討

課題のある世帯の情報共有の検討

期待する効果・目標

●福祉関係部署で課題のある世帯の情報及び対応記録を共有でデータ管
　 理することで、世帯の状況や福祉関係部署の関わりを確認することができ、
　 複合的な課題を持つ世帯が、福祉関係のどの窓口に相談があった場合で
　 も、迅速かつ的確な対応に繋がる。
●情報を共有することにより、福祉関係部署の連携を強化することができる。

実　　施　　内　　容
福祉関係部署で、課題のある世帯の情報共有及び対応記録のデータ管理
方法について検討する。

担　当　課　　・　係 福祉課　地域福祉係

　　　　　　こども未来課
　　　　　　健康保険課
　　　　　　総務課
　　　　　　福祉課
　　　　　　学校教育課

取組スケジュール

実施における具体案

●法令上、世帯情報をどの範囲まで共有可能かを各課で検討する。併せて、
　 他自治体の状況を確認する。
●共有が可能な場合は、対応記録等のデータ管理の方法について検討し、
　 実施する。

共有化について検討・情報収集 検討結果を踏まえ 実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取組スケジュール

電子図書体制の整備

学校図書室との連携強化

担　当　課　　・　係
生涯学習課　交流情報センター

         （町図書館）
　　　　　学校教育課
　　　　　町立小中学校

　２　行政のデジタル化の推進

取　　組　　事　　項
（９）　町図書館への電子図書の推進及び
　　　 学校図書室との連携強化

実　　施　　内　　容
町図書館への電子図書を推進するとともに、学校図書とのシステム連携を
強化し学校図書室の支援体制を構築する。

実施における具体案

●町図書館において電子図書体制整備を図り、電子図書購入等を積極的
　 に推進する。
●横断的な図書サービスの実現による業務の効率化、書籍の有効活用等
　 を図るため、町図書館と学校図書室との連携及び支援体制を強化する。

期待する効果・目標

●町図書館利用者の利便性が向上する。
●町図書館と学校図書室の連携及び支援体制を強化することにより、学校
　 図書の充実（団体貸出や相互貸借など）及び書籍の有効活用を図ること
　 ができる。

実 施

検 討 実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

①空き家総合的管理・対策

実　　施　　内　　容

３　行政サービスのさらなる向上・事務事業の見直し　～より質の高い役場へ～

　３　事務事業の見直し

取　　組　　事　　項
（１）　管理不十分な空き家対策及び
       空き家の活用

住民の安全安心を確保するため、倒壊の危険性を有する空き家の所有者
に対して適正管理を促す仕組みを構築する。
併せて、活用の可能性がある空き家の活用方策を検討する。

実施における具体案

●住民から空き家情報を町へ届け出る仕組みづくりを検討する（届出情報は、
　 空き家バンクにも活用する。）。
●空き家については、私人の財産権に関わる事柄となるため、所有者へ適正
　 管理を促す根拠として、「空き家対策条例（仮）」等、一定の法規範を定め対
　 応する。
●倒壊の危険性がある空き家の解体に対する支援策を検討する。
●空き家の所有者が貸しやすいようにするための制度を検討する。
●空き家バンクの導入にあたっては、他の自治体の取り組みを参考にしつつ、
　 「空き家バンク制度要綱」等空き家バンクに関する制度化を図り、空き家の
　 貸し手・借り手、売り手・買い手の双方がメリットを享受できるような仕組み
　 づくりを行う。

期待する効果・目標

●倒壊の危険性を有する建物について、適正管理が図られることで、保安面、
　 衛生面、景観面など、住民の安心安全な生活を守ることができる。
●空き家の所有者に対して適正管理を促すことに繋がる。
●空き家の利活用により、定住人口の増加が期待できる。
●定住人口の増加による町税等の収入増加が期待できる。

取組スケジュール

②管理不十分な空き家対策

③空き家の有効活用（空き家
　 バンク等）の検討

担　当　課　　・　係
　　　①都市計画課　建築係
　　　②危機管理課　危機管理係
　　　③企画財政課　復興企画係

条例の制定・制度の導入・実施

他自治体の情報収集・仕組

みづくりの検討

空き家バンク運用開始

空き家総合的管理・対策
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

高齢者に対するサービス内容の見直
し

高齢者の保健事業と介護予防の一
体的実施の推進　（後期高齢者の医療費
や介護費の分析から、健康課題を分析し、介
護予防にも繋げる。）

担　当　課　　・　係
健康保険課

保健事業係、健康増進係
介護保険係、保険年金係

福祉課
(地域福祉係、包括支援係)

取　　組　　事　　項
（２）　高齢者に対するサービス内容の
　　　 見直し

実　　施　　内　　容
町独自で実施している高齢者に対するサービス内容について、より適正な
サービスへの改善を図る。

実施における具体案

●介護予防・生活支援サービス事業（通所型サービス）の利用料の見直しや、
　 事業形態についても見直し（集団での対応が難しい場合は、個別支援へ切り
　 替える）を図り、本町に合った事業展開を図る。
●高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施との推進を図る。
　 （後期高齢者の 医療費や介護費の分析から、健康課題を分析し、介護予防
　　にも繋げていく。）

期待する効果・目標

●高齢者に対するサービス内容について、サービス水準（費用対効果等）の
　 適性化が図られる。
●過剰なサービスがあった場合は、サービス内容の縮小による経費削減が期
　 待できる。
●不足しているサービスについては、充実させることにより、住民満足度の向上
　 が図られる。

取組スケジュール

　３　事務事業の見直し

実 施 （サービス内容の見直し・適正化）

現行体制の

検証
検証結果を踏まえ 担当部署の再編
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

期待する効果・目標

取組スケジュール

行政評価システムの再構築

　３　事務事業の見直し

（３）　行政評価システムの再構築

●町の重要事業について、改善（効率的、効果的な事業への転換）を図ること
　 ができる。
●時代に合わない事業や目的を達成した事務事業については、廃止縮小を図
　 ることができる。
●重要計画の進捗管理を行うことにより、適正な検証及び検証結果を次期計画
　 に反映させることができる。
●事中評価の評価結果を次年度予算へ反映させることで、効率的に事務事業の
   改善を図ることができる。

担　当　課　　・　係 企画財政課　行政改革係 全　課

行政評価システムを活用した業務改
革（BPR)の検討

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
震災により中断している行政評価システムを再開するにあたり、同システム
の再構築を図る。

実施における具体案

●震災前に行っていた行政評価システムを検証し、下記事項を踏まえながら
　 現状に合ったシステムを再構築する。
     ・効率的で効果的な行政運営を図るため、ＰＤＣＡサイクルを徹底させ、改
　　  革改善が次年度以降に円滑に反映できる仕組みを構築する。
　　・重要計画の進捗管理として、行政評価システムを活用する。
　　・事中評価の結果を、予算積算及び予算査定に利活用できる仕組みを構築
　　 する。
　　・新規事業の検証にあたっては、事業の優先度及びスクラップ＆ビルドの観
　　  点を最優先する。
　　 ・町としての説明責任を果たすとともに、行政の透明性の確保を図るため、
　　　行政評価結果の公表を行う。
●行政評価システムを活用した業務改革（BPR)実施の可能性について検討す
　 る。

試 行 本格導入・実施

試 行
検討・システ

ム改修
実 施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実　　施　　内　　容

企業の「技術力などの価格要素以外の要素（品質や施工方法など）」と「価
格」の両方を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式の導入
について検討する。
また、厳しい行財政事情や社会的課題の複雑化の中、新たな官民連携手
法である成果連動型民間委託契約方式（PFS※）の活用を検討する。

実施における具体案

【総合評価落札方式】
●総合評価落札方式を導入することのメリット・デメリット（行政、業者、住民の
　 視点）について、他自治体の取組状況などの情報を収集し、検討を行う。
●当該入札方式は、落札業者を決定するまでに相当の手間と時間を要するこ
　 とから、事務効率化を目的としたマニュアル等を整備し、事前に公共工事担
　 当課へ十分な情報提供を行う。

【成果連動型民間委託契約方式（PFS）】
●成果連動型民間委託契約方式（PFS）の国及び他自治体の実証事例を調査、
　 研究し、本町においても活用が可能であるか検討する。

期待する効果・目標

【総合評価落札方式】
●価格と品質が総合的に優れたものを落札（採用）できるため、優良な社会資本整備を行うことが可

　 能となる。
●技術的能力を審査することにより、建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、建設業者の育
   成に貢献できる。

●価格と品質の2つの基準で業者を選定することから、談合防止に一定の効果が期待できる。

【成果連動型民間委託契約方式（PFS）】
●行政の無駄をなくし、公共サービスの質の向上に繋がる。
●公共事業発生時に目標達成だった場合のコスト負担が最小限になる。

●成果に応じて報酬が支払われるため、民間事業者の事業改善努力が促進される。
●民間事業者の革新的なノウハウを活用した新しい行政サービスの試行と検証ができる。

●事業成果の数値化を通じて、住民に説明責任を果たすことができる。

取組スケジュール

公共工事入札への総合評価落札方
式の導入の検討

成果連動型民間委託契約方式
（PFS）の活用の検討

担　当　課　　・　係 総務課　管財係 該　当　課

ＰＦＳ※（成果連動型民間委託契約方式）とは、行政課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指
標値の改善状況に連動して委託費等を支払うことにより、より高い成果の創出に向けたインセンティブ
を民間事業者に強く働かせることが可能となる、新たな官民連携の手法

　３　事務事業の見直し

取　　組　　事　　項 （４）　多様な契約方式の検討

検 討

情報収集、検討

検討結果を踏まえ 実施

検討結果を踏まえ 実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●現行の町が主催するイベントのあり方（イベントの趣旨、内容等）について検証し
　 見直しを行う。
●住民ニーズに呼応した、新たなイベントの検討を行う。

期待する効果・目標
●イベントのマンネリ化解消により、魅力あるイベントづくりができる。
●イベントの検証により、費用に対して「町（民）益に資する効果」を明らか
　 にすることができる。

取組スケジュール

町が主催するイベントの見直し

担　当　課　　・　係 イベント担当課・係 全　　　課

　３　事務事業の見直し

取　　組　　事　　項
（５）　町が主催するイベントの見直し
　　　 及び新たなイベントの企画検討

実　　施　　内　　容
現行の町が主催するイベントの検証、また、時代に沿った新たなイベントの
企画検討を行い、イベントの魅力向上を目指す。

実施における具体案

現行のイベ

ントの検証
検証結果を踏まえ イベントの改善、実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

３　行政サービスのさらなる向上・事務事業の見直し　～より質の高い役場へ～

　４　民間委託の推進

指定管理者制度導入
施設担当課・係

企画財政課（行政改革係）

実施における具体案

●既に指定管理者制度を導入している公の施設（「文化会館」「町民憩の家」
　 「総合体育館・運動施設」）が、ガイドラインに沿った適正な施設運営がなさ
　 れているか、モニタリングを実施する。
●運用上の課題の検証を行い、必要があればガイドラインの見直しを行う。

期待する効果・目標
●施設の効率的な管理運営を行うことができる。
●次期更新時の業者選定の適正な指標となる。

取組スケジュール

取　　組　　事　　項 （１）　指定管理者へのモニタリングの徹底

実　　施　　内　　容
既に指定管理者制度を導入している公の施設の指定管理者に対してモニタ
リングの徹底を図り、施設の適正な活用に繋げる。

モニタリングの徹底

運用上の課題の検証

担　当　課　　・　係

実 施

検 証 （見直し）
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

複合施設（仮称）の管理運営方法の検
討

「交流情報センター（図書館を含む。）」
のあり方検討

「保健福祉センター」及び「児童館」」の
あり方検討

担　当　課　　・　係
各施設担当課・係

企画財政課　行政改革係
総務課（管財係）

取　　組　　事　　項
（２）　町有施設への指定管理者制度
　　　 導入等の推進

実　　施　　内　　容
町有施設の「（仮称）複合施設」、「保健福祉センター」、「児童館」、「交流情
報センター（図書館を含む。）」、「放課後児童クラブ」の施設のあり方を検
討し、その検討結果を踏まえ指定管理者制度等の導入を図る。

実施における具体案

●災害復旧で新築移転される「（仮称）複合施設（中央公民館、男女共同参画
 　センター、地域ふれあい交流館）」の管理運営方法を検討する。
●「交流情報センター（図書館を含む。）」のあり方について検討する。
●「保健福祉センター」及び「児童館」」のあり方について検討する。
●上記３施設の検討にあたっては、「直営」及び「指定管理者制度」のメリット、
　 デメリットを検証し、管理運営方法を決定する。なお、必要があれば「公の施
　 設のあ り方検討委員会」に諮問する。
●「放課後児童クラブ」については、利用者が限定されているとともに、専門性
　 が高いため、担当課において個別のあり方を検討する諮問機関を立ち上げ
 　検討する。

期待する効果・目標

●経費節減及び住民サービスの向上が図られ、指定管理者の事業計画提案
　 によっては、行政ではできない、あるいは対応できない分野で民意を反映し
　 た事業展開が期待できる。
●早期に指定管理者制度を導入することで、指定管理者の専門職員によるメ
　 ンテナンスが行き届き、施設の延命化が図られる。
●職員を他の部署へ配置転換することができるため、町全体の行政事務の効
　 率化に繋がる。

取組スケジュール

　４　民間委託の推進

「放課後児童クラブ」のあり方検討

検討結果を踏まえ 指定管理者運用開始

検討・（諮問） 検討を踏まえ決定 検討結果を踏まえ 指定管理者運用開始

検討・（諮問） 条例等の整備 運用開始
検討を踏まえ決
定

検討結果を踏まえ 指定管理者運用開始

検討を踏まえ決定

検討を踏まえ決定

検討・（諮問）

検討・（諮問）
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　４　民間委託の推進

（３）　施設維持管理の包括的業務委託等
        の推進

●一元的な契約や包括的業務委託により、経費の削減と各種業務の連携
 　を図ることができる。
●定則的な業務を民間に委託することによって、町の重要施策遂行のため
　 に職員を配置することが可能となる。

総務課　管財係
施設担当課

取　　組　　事　　項

一元的な契約・包括的業務委託の検
討

担　当　課　　・　係

実　　施　　内　　容
町有施設（指定管理者制度導入施設を除く。）でそれぞれ処理している施設
の維持管理関係の契約等について、一元的な契約や包括的な業務委託が
できないかその可能性について検討する。

実施における具体案
●個々に行っている町有施設の維持管理関係の契約等の一元的な契約や
 　包括的な業務委託については、費用対効果等を踏まえメリット・デメリット
　 について検証し導入の可能性を検討する。

期待する効果・目標

取組スケジュール

他自治体情

報収集

可能性の検

討 検討結果を踏まえ 実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実施における具体案

●職員の事務負担の軽減が図られ、本来業務への職員の従事促進に繋がる。

●次の業務について、費用対効果を十分に検討し、民間委託を推進する。
☆道路維持管理業務（簡易補修、パトロール等の業務）
  　・令和3年度から開始した町道の維持管理の民間委託については、その結果
  　　を検証（人件費等の削減、職員の事務負担の軽減、維持管理の質の確保
　　　（対応の迅速化、公共物の安全性の向上）等）しつつ、継続的に実施する。
  　・今後は、町道のみならず、里道、農道、林道の維持管理についても民間委
      託の可能性について検討する。（道路管理の一元化の検討）
☆福利厚生等業務（福利厚生、給与業務）
   ・職員の給与計算や福利厚生業務について、業務委託を検討する。
☆文書配送業務
   ・毎月1日、15日に行っている行政嘱託員への文書配送業務について、民間
     委託を検討する。
●上記以外の業務についても、民間委託の可能性についても検討する。

期待する効果・目標

②福利厚生等業務の民間委託の検
討

③文書配送業務の民間委託の検討

④上記以外の業務の民間委託の可
能性の検討

　４　民間委託の推進

（４）　個別業務等の民間委託の推進

取組スケジュール

①道路維持管理業務の民間委託の
検討（町道については、民間委託を
継続的に実施）
⇒　道路管理の一元化の検討

担　当　課　　・　係

　　　①建設課　管理係
　　　②総務課　人事係
　　　③総務課　行政係
　　　④全課

①産業振興課（農林整備係）

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
道路維持管理業務（簡易補修、パトロール等の業務）、福利厚生等業務（福
利厚生、給与業務）、文書配送業務（各戸配布文書、回覧文書）等について
の民間委託を検討・推進する。

検 討

町道については、検証結果を踏まえつつ、民間委託を継続的に実施

検討結果を踏まえ 民間へ委託

検討結果を踏まえ 民間へ委託

検 討

検討結果を踏まえ 民間へ委託
里道、農道、林道
について検討

検討結果を踏まえ 民間へ委託
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

取組スケジュール

４　機能的かつ柔軟な組織づくり・人的資源の最適化　～より機能的な役場へ～

震災からの復旧・復興の状況を踏まえるとともに、多様な行政ニーズや制
度改革等に即応した施策を展開できる効率的かつ機能的な組織づくりを図
る。

実施における具体案

期待する効果・目標

部制導入及び予算の枠配分の検討

高齢者の保健事業と介護予防を一
体的に実施する部署の現行体制の
検証

上下水道組織の統合の検討

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容

　１　組織・機構の見直し

（１）　効率的で機能的な組織・機構の見直し

●組織の見直しにあたっては、スクラップ・アンド・ビルドを徹底するとともに、新たな行政
   課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的・機能的に展開できるよう、簡素
   で効率的かつ創造的な組織の見直しを行う。
●組織見直し検討項目
  ①　部制導入及び予算の枠配分の検討
  ②　高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する部署の現行体制の検証
  ③　収納業務を一元化する課等の設置
　　　（2-2-③町税、保険料、使用料等の収納率の向上と連携）
  ④　上下水道組織の統合の検討
  ⑤　企業誘致専門部署の設置の検討（2-2-①新規企業の誘致と連携）
  ⑥　町のイメージアップのための情報発信部署の検討
  ⑦　企画系（協働のまちづくり部門設置検討等）及び情報系部署の再編の検討
  ⑧　財政関連部門の新設の検討

●業務内容に応じた組織編成を行うことで、住民サービスの向上効果が期待できる。
●多様な行政ニーズや制度改革等に即応した施策を展開することができる

企業誘致専門部署の設置
（2-2-①新規企業の誘致と連携）

収納業務を一元化する課等の設置
（2-2-③町税、保険料、使用料等の
収納率の向上と連携）

町のイメージアップ戦略を担当する
部署の検討（広報係業務の見直し）

担　当　課　　・　係
総務課　人事係

企画財政課　行政改革係
該当課

企画・財政・情報部署の再編

他自治体情報収集、部制導入・枠配分について検討 検討結果を踏まえ 実施

現行体制の検証 検証結果を踏まえ 担当部署の再編

組織統合の検討 検討結果を踏まえ 統合

検討 検討結果を踏まえ 担当部署を新設

検討 検証結果を踏まえ 担当部署の再編

検討 検討結果を踏まえ 担当部署を新設

検討 検討結果を踏まえ 運用開始
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実　　施　　内　　容
住民の行政サービスの利便性向上の観点から、保健福祉センターに役場
支所の設置を図る。

　１　組織・機構の見直し

取　　組　　事　　項
（２）　保健福祉センターへの役場支所の
       設置

担　当　課　　・　係

実施における具体案

●保健福祉センターへの役場支所設置について、本町の人口分布、可能性、
 　効果等を踏まえ検討する。
●支所に設置する業務については、住民と直結する業務を第一に、先進地の
　 事例を調査研究し決定する。
●新庁舎供用開始時までに支所開設を目指す。

期待する効果・目標

●本町の人口の約６割を占める広安校区住民等の行政手続きサービの利便
 　性の向上が図られる。
●支所に役場機能の一部を設置することにより、今まで以上のきめ細やかな
 　行政サービスを行うことができる。
●本庁舎（新庁舎）の混雑（駐車場を含む。）の解消に繋がる。

取組スケジュール

保健福祉センターへの役場支所の設
置

設置後の改善点の検証

総務課 町長公室 人事係　行政係

企画財政課 復興企画係 行政改革係
住民課 住民係

健康保険課、生涯学習課、
支所に配置される業務の関係課

検討・開設準

備
検討結果を踏まえ 設置

改善点の検証



62 

 

 
  

重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

各事業課、幼稚園・保育所のBCＰマ
ニュアルの策定

地域防災計画等各種計画の継続的
な見直し

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
危機管理業務を的確に遂行するため、危機管理体制のさらなる強化を図
る。

実施における具体案

●災害時の各事業課、幼稚園・保育所のＢＣＰ策定マニュアル（事業継続計画）
　 を作成する。
●不慮の災害等に備えるため、危機管理マニュアルを継続的に見直し、危機管
 　理体制を整備する（緊急時の情報伝達の充実、消防署、消防団との連携強化、
 　自主防災組織体制の強化（R3.3現在：10団体）、感染症防止対策の充実）。
●災害対処訓練（災害対策本部設置シミュレーション）を定期的に開催する。
●町有施設の防災訓練を、年１回、必ず実施する。
●職員の危機管理意識向上を図るための研修を実施する。
●職員が、防災士や防火管理者資格を積極的に取得するとともに、町民を対象
 　にした防災士養成講座を実施し、防災士を育成する。

期待する効果・目標

　１　組織・機構の見直し

（３）　危機管理体制のさらなる強化

●災害時に業務を中断せず、最低限の業務を遂行できる。
●平素から危機発生時の対応を整理しておくことにより、危機発生時に緊急体
　 制への移行が円滑に実施できる。
●住民の生命・身体・財産を守ることで、安全安心なまちづくりに繋がる。

取組スケジュール

自主防災組織の積極的な立ち上げ
支援

防災士の育成

担　当　課　　・　係 危機管理課　危機管理係 全　課

実 施

実 施

マニュアル策

定
実施（毎年ブラッシュアップ）

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●行政事務および公共事業等への取組姿勢に対する住民の理解促進に繋げる
 　ことが期待できる。
●目標を掲げることで、職員のモチベーションの高揚や庁内の一体感の醸成と
　 活性化を図り、組織力を高めることが期待できる。
●職員間が他部署の業務内容を理解することで、横の連携を高め、より効果的・
　 効率的なサービスの提供の実現に繋げることが期待できる。

実　　施　　内　　容

町の経営方針である総合計画や施政方針を着実に推進するため、各課の
「使命・目標」を明確にするとともに、各課の役割や当該年度に取り組む主
要事業の内容とその達成度を検証する組織マネジメントの仕組みを構築す
る。

実施における具体案

●組織マネジメントの仕組みの構築を図るため、次の事項に取り組む。
　　・年度末に翌年度体制（組織編成・職員配置）を確定した時点で、その体制の
 　　 狙いを町長が各課長へ個別に説明する。
　  ・各課長は以下４項目からなる「課の運営目標」を取りまとめる。
　　　  ①各課の使命・目標　②各課の役割　③各課の経営資源（職員数・予算）
　　　  ④当該年度に取り組む主な事業の実施方針と目標
　  ・事務局（総務課）がとりまとめて、町長及び副町長が確認する。
　  ・当該年度終了時に振り返り評価を行う。
　  ・人事評価及び行政評価との連動を図る。

期待する効果・目標

取組スケジュール

組織マネジメントの構築(各課の運営
目標の設定・検証)

担　当　課　　・　係

　１　組織・機構の見直し

総務課
町長公室　人事係

全　課

取　　組　　事　　項 （４）　組織マネジメントの構築

仕組みの設計 実施及び改善策の検討
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課担　当　課　　・　係
①建設課　管理係
②総務課　人事係

実　　施　　内　　容
法務局との連携を強化し、地籍調査事業を積極的かつスピード感をもって
推進する。

実施における具体案

●市街化区域内の地籍調査事業は法務局が担うこととなったため、法務局と
 　の連携強化を図るとともに、町が担う地籍調査事業の年度計画を見直し、ス
　 ピード感をもって事業を推進する。
●地籍調査事業は、補助率も高く、自主財源の確保に繋がるので、係の設置
 　を検討する。

期待する効果・目標
●固定資産税の適正課税に繋がる。
●官民双方の土地利用計画策定時における事務の効率化が図られる。

取組スケジュール

①法務局との連携強化

②地籍調査担当部署の設置の検討

　１　組織・機構の見直し

取　　組　　事　　項
（５）　地籍調査事業の推進及び法務局との
       連携強化

実 施

検討 検討結果を踏まえ 設置
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　１　組織・機構の見直し

取　　組　　事　　項 （６）　業務の共有化

実　　施　　内　　容
課内及び係内の業務の共有化を図るため、課内異動及び係内の担当替え
を定期的かつ積極的に実施する。
併せて、業務マニュアル及び事務引継書を作成する。

実施における具体案

●課長の権限範囲の中で職員の課内異動、また係長の権限範囲の中で係内
　 の担当替えを適時実施するとともに、担当同士の応援体制の確立も併せて
　 実行する。
●業務の効率化を円滑に進めるため、業務マニュアルを作成し、業務の進捗
　 管理を毎月行う。
●事務引継に関する要綱等を策定する。
●事務引継書については、フォーマットを作成し、職員に通知する。

期待する効果・目標
●職員の資質の向上及び住民サービスの向上に繋がる。
●業務の効率化に繋がる。

取組スケジュール

担　当　課　　・　係
　　　　総務課　人事係　行政係
　　　　企画財政課　行政改革係

全　　　課

業務マニュアルの作成及び進捗管理

事務引継に関する要綱等の策定及
び事務引継書の作成

作 成

見直し 見直し 見直し 見直し

見直し及び進捗管理

要綱策定・

引継書作成



66 

 

  

重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　１　組織・機構の見直し

取　　組　　事　　項
（７）　新たな定員適正化計画の策定及び
       推進

実　　施　　内　　容

効率的で効果的な事業運営を念頭に、事業実施に必要となる定員を確保
するため、新たな定員適正化計画を早急に策定する。
併せて、会計年度任用職員の適正化を図るとともに、業務の専門化にとも
ない行政業務に精通している職員や専門的な知識を有する職員を積極的
に任用する。

実施における具体案

●定員適正化計画の策定にあたっては、震災からの復旧・復興事業の進捗状況
   等の現状分析等を行ったうえで、IT化等に伴う事務事業の効率化、組織・機構
   の簡素合理化、民間委託等の活用等、スクラップ・アンド・ビルドの徹底を図り、
   数値目標を掲げた計画づくりを目指す。
●会計年度任用職員数が、業務に合った適正なものか検証する。
●業務における専門性を検証し、計画的に任期付、専門職員等の多用な任用を
   図る。
●退職する職員が再任用を希望する場合、定員適正化について十分配慮し、適
   正配置に努める。
●人事評価及び行政評価と連携し、事務事業の効率化、職員配置の適正化を図
 　る。

期待する効果・目標

●事務量に見合った職員配置が図られる。
●定員適正化を図ることにより、事務事業の効率化・人件費削減が図られる。
●退職者及び専門職員の持つ経験や知識を活用することにより、業務の効率化
　 が図られる。
●任期付職員や専門職員を民間等の外部から採用することにより、職員に刺激
 　が与えられるため、組織や人材の活性化に繋がる。

取組スケジュール

新たな定員適正化計画の策定及び
推進

会計年度任用職員の適正化

任期付、専門職員任用制度の積極
的な活用

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

計画策定 実 施

実 施

実 施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

障がい者雇用の推進
(障がい者雇用の法定雇用率（2.6％）
の達成を目標）

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

取組スケジュール

職員採用試験形態の見直し

実施における具体案

●行政ニーズに応じた人材を確保するという観点から、現行の職員採用試験形
   態を総合的な人物評価や経験を重視した形態に見直す。（例：面接試験の回
　 数の拡大、集団討論の実施、 面接官の研修等）
●優秀な人材を早期に確保するため、現行の統一採用試験日にこだわらず、
   行政職や専門職については、国や県の採用試験時期や民間企業の採用活動
    時期を考慮した試験日の設定を検討する。
●現在実施している社会人枠の採用については、専門的職務に特化した社会人
   枠の採用を検討する。
●障がい者雇用を、新庁舎供用開始に合わせて積極的に進める。(障がい者雇
   用の法定雇用率（2.6％）の達成を目標）
●採用後の6か月間の試用期間の職務状況を検証し、正職員への採用の的確
   な判断を行う。なお検証については、業務に関する指標や判断マニュアルを
 　作成する。

期待する効果・目標

●町職員として目標を持って意欲的に働く優秀な人材を確保することができる。
●優秀な人材を確保することにより、より良い行政サービスの実現や組織の活性
   化を図ることができる。
●障害者雇用促進法に基づく、障がい者雇用の法定雇用率（2.6％）を達成するこ
   とができる。

（８）　職員採用試験等の見直し

実　　施　　内　　容
優秀な職員を採用するため、現行の職員採用試験の形態を見直す。
併せて、障がい者雇用を推進する。

　１　組織・機構の見直し

取　　組　　事　　項

制度設計 実 施

実 施検 討
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●職員研修プログラムを策定する。
●階層別研修（管理職登用前の研修等）、行政のデジタル化促進に伴うＩＣＴ研修
  （情報セキュリティ研修等）、町が進めている重点事業（震災からのまちのにぎ
  わいづくり等）に関する研修等を実施する。
●育児休業等で業務から離れている職員に対する町の行政情報の提供方法に
   ついて検討する。
●新規採用職員のサポートとしてトレーナー制度を創設する。
   ・新規採用職員に対して、課内の職員を１名トレーナーとして任命し先輩職員が
    相談相手（トレーナー）としてサポートする。それにより、新規採用職員が町職
    員としての心構えや仕事の進め方を学び、業務を行う上で必要な能力・スキル
    の習得を図る。

期待する効果・目標
●役場組織力の向上、高質化に繋がる。
●職員の意識改革や意思の統一が図られる。
●職員個々（新規採用職員）の能力向上が図られる。

取組スケジュール

職員研修プログラムの策定

４　機能的かつ柔軟な組織づくり・人的資源の最適化　～より機能的な役場へ～

　２　人材育成の推進

取　　組　　事　　項 （１）　職員研修の充実

各種研修の実施

実　　施　　内　　容

多様化、高度化している行政ニーズに対応するため、職員研修プログラム
を作成し計画的に研修を実施することにより、職員個々の能力向上、専門
的知識、技術の習得を図る。
併せて、新規採用職員のサポートとして、トレーナー制度を創設する。

実施における具体案

新規採用職員トレーナー制度の創設

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

策 定

実 施

制度設計 運用開始

適時見直し
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　２　人材育成の推進

取　　組　　事　　項
（３）　職員の資格等取得支援制度の構築
       及び待遇改善

実　　施　　内　　容
専門性の高い資格、業務に直結する資格や学位取得に対し積極的な支援
策を実施し質の高い住民サービスを図る。
併せて、資格等取得者の待遇改善を検討する。

実施における具体案

●有資格職員の配置が必要となる場合、職員が資格取得することで、専門的知
   識を有する職員の配置を実現する。
●職員が資格取得を行う場合の資格試験取得費用（試験費用）の補助を検討し、
   試験日については特別休暇等の付与による時間的支援を検討する。
●職員が大学院等で学位を取得する場合についての支援策を検討する。
●人事評価と連動した資格取得者の昇給・昇格の反映について検討する。

期待する効果・目標

●資格等取得によって、業務に対する専門性や意識が向上するため、質の高い
   住民サービスの提供が可能となる。
●資格等取得を目指す職員については、今後の町職員としての目標設定の一助
   となり、自己評価・自己分析に繋がる。

取組スケジュール

職員の資格等取得支援制度の創設

資格等取得者の昇給・昇格に反映に
ついて検討（人事評価と連動）

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

制度化の

検討
実 施

検 討 検討結果を踏まえ 実施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　２　人材育成の推進

（４）　派遣・人事交流による人材育成

●派遣・人事交流により、職員が視野を広め、経験を積むことで自己啓発による
   意識改革に繋がる。
●専門知識や専門技術の習得により、職員の能力開発及び向上に寄与する。

期待する効果・目標

取組スケジュール

派遣・人事交流による人材育成

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
職員を他自治体及び企業等へ積極的な派遣を行い、人事交流を図る。
特に専門知識や専門技術習得のための職員派遣・人事交流を積極的に実
施し、専門知識の豊富な人材を育成する。

実施における具体案

●本町と他自治体、または企業等間において、職員の積極的な派遣や人事交
　 流を実施する。
●専門知識や専門技術習得のための職員派遣・人事交流を積極的に実施する。
●派遣及び人事交流の成果をフィードバック（職員研修の講師等）する仕組みを
   構築する。

実 施
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　２　人材育成の推進

（５）　人事評価制度の適正な運用

●職員のモチベーションを高め、持てる力を最大限に引き出すことができる。
●職員の積極的なチャレンジを可能とし、それに報いることができる。
●職員の自己実現、成長の欲求を満たすとともに、全体として組織力の向上が図
   られる。
●担当者から見た上司のマネジメント能力を評価することにより、自己の管理能力
   の向上に繋がる。

昇給・昇格（降格）制度への反映

上長評価（係員⇒係長／課長等）の
検討

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

取　　組　　事　　項

実　　施　　内　　容
人事評価制度を実施するにあたり、上司と部下との面談を中心に実績評価
や能力評価を行い、昇給・昇格（降格）制度に反映させることで、職員のレ
ベルアップや業務体制の強化を図る。

実施における具体案

●人事評価制度の理解や評価の公平性を図るため、評価者・被評価者に対する
   研修を継続的に実施する。
●評価結果のフィードバックを行う。
●評価結果を昇任・昇格（降格）制度へ反映させる。
●部下からの上長評価（係員⇒係長／課長等）を検討する。

期待する効果・目標

取組スケジュール

人事評価制度の適正な運用 適正な運用の実施

検 討 実 施

検 討 検討結果を踏まえ 実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

●職員のモチベーションの向上と組織の活性化、住民サービスの向上が図られる。

取組スケジュール

職員の個々の能力・資質や業務事務
量に基づいた適正配置

自己申告書の検証

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

実　　施　　内　　容
現行の自己申告書を検証し、職員の個々の能力・資質・資格に基づいた適
正配置を行う。

実施における具体案

●人事担当部署は、各課・係長等へのヒアリングを実施し、個々の職員の極め細
   やかな情報を得ることで、各課・係ごとの業務量や時間外勤務の必要性や偏り
   を把握し、適正な職員配置・人材育成に努める。
●自己申告（異動希望調査）制度を検証し、職務に対する職員一人ひとりの希望
   や意欲について申告する機会を与え、適材適所の実現を図る。
●資格を有している職員、専門的知識を有している職員、総合的な分野を希望す
   る職員の意向や適性に応じた人事配置に努める。

期待する効果・目標

　２　人材育成の推進

取　　組　　事　　項 （６）　自己申告書を活用した適正配置

実 施

検 証 検証結果を踏まえ、自己申告書有効活用

検 証
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

実施における具体案

●本取組は、1-2-①「職員の地域活動等への参加促進」と連携して取り組む。
●国の動向や他自治体の事例を収集・参考にするとともに、町職員の地域貢献
 　活動への参加の現状や意向を把握して、制度化を検討する。
●制度化を図る場合は、法制度上認められる「職務外活動」及び「有償での活動
　 が認められる範囲・基準の明確化」について調査・研究を行う。

４　機能的かつ柔軟な組織づくり・人的資源の最適化　～より機能的な役場へ～

職員の地域貢献活動制度化の検討

担　当　課　　・　係 総務課　人事係

実　　施　　内　　容
職員の職務外における地域貢献活動を促進するため、特に報酬を得て地
域貢献活動に従事する場合の許可基準と運用について検討する。

期待する効果・目標

●地域課題が多様化・複雑化する一方で地域活動の担い手不足が指摘され
 　ている中で、町職員による地域課題の解決への参画を後押しすることで、公
　 務員として培ってきたノウハウを活用することにより、地域活動の活性化や充
 　実 に繋がる。
●職員の働き方の多様化に繋がり、職場としての魅力が向上することで、採用
　 活動の強みや人材の流出を防ぐ等、「職員」・「行政」・「地域」における好循環
 　を生む取組みとなることが期待できる。
●地域活動を通じて得た経験によって、町職員の資質向上やスキルアップに繋
　  がる。

（１）　職務外の地域貢献活動制度化の検討

　３　職員の働き方改革

取　　組　　事　　項

取組スケジュール

検討結果を踏まえ 実施検 討
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重点取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　３　職員の働き方改革

取　　組　　事　　項 （２）　多様な働き方の継続的な実施

実　　施　　内　　容 職員の多様な働き方（テレワーク、時差出勤）を継続的に実施する。

実施における具体案

●業務に合わせた「テレワーク」、「時差出勤」を継続的に実施することにより、勤
   務時間内での業務遂行を可能とし、時間外勤務の縮減を図る。
●新しい働き方（テレワーク：在宅勤務）に合わせた福利・手当等の見直しを 行う。
   （在宅勤務における通信料への補助制度創設、実態に合った通勤手当の見直し
    等）

期待する効果・目標
●業務に合わせた勤務形態を導入することにより、時間外勤務の縮減が図られる。
●時差出勤により、育児・介護が必要な職員の職務改善が図られる。

取組スケジュール

①テレワークの継続的実施

②時差出勤の継続的実施

③新しい働き方（在宅勤務）に合わせ
た福利・手当等の見直し

担　当　課　　・　係
①②③総務課　人事係

①企画財政課　情報政策係
全　課

継続的な実施

継続的な実施

検討情報収集 検討結果を踏まえ 実施
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個別取組

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係課

　３　職員の働き方改革

取　　組　　事　　項 （３）　職員の休暇取得の推進

実　　施　　内　　容
ワークライフバランスの推進を図るため、職員の休暇（育児休暇、年次有給
休暇、振替休、代休等）の取得状況等を把握・調査し、職員が休暇を取得し
やすい職場環境を構築する。

実施における具体案

●職員の休暇（育児休暇、年次有給休暇、振替休、代休等）の取得状況を把
　 握する。
●職員が休暇を取りやすくするため、例えば、係長が係員の取得状況を把握し、
 　定期的に課長へ報告する等、業務に支障とならない範囲で休暇取得を促す。
●町独自の休暇日（例えば、誕生月に誕生日休暇として年次有給休暇を取得
　 する制度等）や個人毎に休暇取得目標日数を定める。

期待する効果・目標
●ワークライフバランスの推進に繋がる。
●係内での休暇取得日数の偏りが解消される。
●休暇を取得しやすい職場環境整備に繋がる。

取組スケジュール

休暇の取得状況等の把握・調査及び
町独自休暇日、取得目標日数の検
討・設定

休暇取得の推進

担　当　課　　・　係 総務課　人事係 全　課

取得状況の

把握・調査 検討結果を踏まえ 実施
独自休暇日、取得目標
日数の検討・設定

継続的な実施
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